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───────────────────────────────────────────

平成23年第３回定例会 壱 岐 市 議 会 会 議 録（第１日）

───────────────────────────────────────────

議事日程（第１号）

平成23年９月２日 午前10時00分開会、開議

日程第１ 会議録署名議員の指名
８番 今西 菊乃

９番 市山 和幸

日程第２ 会期の決定 21日間 決定

日程第３ 諸般の報告 議長 報告

日程第４ 行政報告 市長 説明

日程第５ 報告第５号
平成２２年度財団法人壱岐市開発公社事業

会計収支決算の報告について
企画振興部長 説明

日程第６ 報告第６号
平成２２年度壱岐市財政健全化判断比率及

び資金不足比率の報告について
財政課長 説明

日程第７ 議案第65号
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総務部長 説明
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田辺地に係る総合整備計画の策定について

企画振興部長 説明

日程第11 議案第69号
平成２３年度壱岐市一般会計補正予算（第

５号）
財政課長 説明

日程第12 議案第70号
平成２３年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第２号）
保健環境部長 説明

日程第13 議案第71号
平成２３年度壱岐市介護保険事業特別会計

補正予算（第１号）
保健環境部長 説明

日程第14 議案第72号
平成２３年度壱岐市簡易水道事業特別会計

補正予算（第２号）
建設部長 説明

日程第15 議案第73号
平成２３年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計補正予算（第１号）
市民部長 説明

日程第16 議案第74号
平成２３年度壱岐市三島航路事業特別会計

補正予算（第１号）
総務部長 説明
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日程第17 議案第75号
平成２３年度壱岐市農業機械銀行特別会計

補正予算（第１号）
農林水産部長 説明

日程第18 議案第76号
平成２３年度壱岐市病院事業会計補正予算

（第１号）
病院部長 説明

日程第19 認定第１号
平成２２年度壱岐市一般会計歳入歳出決算

認定について
財政課長 説明

日程第20 認定第２号
平成２２年度壱岐市国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算認定について
保健環境部長 説明

日程第21 認定第３号
平成２２年度壱岐市老人保健特別会計歳入

歳出決算認定について
保健環境部長 説明

日程第22 認定第４号
平成２２年度壱岐市後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算認定について
保健環境部長 説明

日程第23 認定第５号
平成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について
保健環境部長 説明

日程第24 認定第６号
平成２２年度壱岐市簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について
建設部長 説明

日程第25 認定第７号
平成２２年度壱岐市下水道事業特別会計歳

入歳出決算認定について
建設部長 説明

日程第26 認定第８号
平成２２年度壱岐市特別養護老人ホーム事

業特別会計歳入歳出決算認定について
市民部長 説明

日程第27 認定第９号
平成２２年度壱岐市三島航路事業特別会計

歳入歳出決算認定について
総務部長 説明

日程第28 認定第10号
平成２２年度壱岐市農業機械銀行特別会計

歳入歳出決算認定について
農林水産部長 説明

日程第29 認定第11号
平成２２年度壱岐市水道事業会計決算認定

について
建設部長 説明

日程第30 認定第12号
平成２２年度壱岐市病院事業会計決算認定

について
病院部長 説明

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

（議事日程第１号に同じ）

──────────────────────────────

出席議員（20名）

１番 久保田恒憲君 ２番 呼子 好君

３番 音嶋 正吾君 ４番 町田 光浩君

５番 小金丸益明君 ６番 深見 義輝君

７番 町田 正一君 ８番 今西 菊乃君

９番 市山 和幸君 10番 田原 輝男君
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11番 豊坂 敏文君 12番 中村出征雄君

13番 鵜瀬 和博君 14番 榊原 伸君

15番 久間 進君 16番 大久保洪昭君

17番 瀬戸口和幸君 18番 牧永 護君

19番 中田 恭一君 20番 市山 繁君

──────────────────────────────

欠席議員（なし）

──────────────────────────────

欠 員（なし）

──────────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 松本 陽治君 事務局次長 米村 和久君

事務局係長 吉井 弘二君 事務局書記 村部 茂君

──────────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 …………………… 白川 博一君 副市長兼病院部長 …… 久田 賢一君

教育長 ………………… 須藤 正人君 総務部長 ……………… 堤 賢治君

企画振興部長 ………… 浦 哲郎君 市民部長 ……………… 山内 達君

保健環境部長 ………… 山口 壽美君 建設部長 ……………… 後藤 満雄君

農林水産部長 ………… 桝崎 文雄君 教育次長 ……………… 村田 正明君

消防本部消防長 ……… 松本 力君 総務課長 ……………… 久間 博喜君

財政課長 ……………… 川原 裕喜君 病院管理課長 ………… 左野 健治君

会計管理者 …………… 宇野木眞智子君 代表監査委員 ………… 山本 善勝君

──────────────────────────────

午前10時00分開会

○議長（市山 繁君） 皆さん、おはようございます。

今期定例会におきましても省エネの一環としてクールビズを実施いたしております。議場での

服装につきましては、上着及びネクタイの着用は各位の判断に任せることにしております。

ただいまの出席議員は２０名であり、定足数に達しております。

ただいまから、平成２３年第３回壱岐市市議会定例会を開会いたします。

これから議事日程表第１号により、本日の会議を開きます。

────────────・────・────────────
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日程第１．会議録署名議員の指名

○議長（市山 繁君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、８番、今西菊乃議員、９番、

市山和幸議員を指名いたします。

────────────・────・────────────

日程第２．会期の決定

○議長（市山 繁君） 日程第２、会期の決定を議題とします。

本定例会の会期につきましては、去る８月２６日に議会運営委員会が開催され、協議をされて

おりますので、議会運営委員長に対し協議結果の報告を求めます。鵜瀬議会運営委員長。

〔議会運営委員長（鵜瀬 和博君） 登壇〕

○議会運営委員長（鵜瀬 和博君） 議会運営委員会の報告をいたします。

平成２３年第３回壱岐市議会定例会の議事運営について、協議のため、去る８月２６日、議会

運営委員会を開催しましたので、その結果について報告をいたします。

会期日程案につきましては、各議員のお手元に配付しておりますが、本日から９月２２日まで

の２１日間と申し合わせをいたしました。

本定例会に提案されます議案等は、報告２件、条例改正関係２件、平成２３年度補正予算関係

８件、平成２２年度決算認定関係１２件、その他２件の合計２６件となっております。

本日は、会期の決定、議長の報告、市長の行政報告の後、本日送付された議案の上程・説明を

行います。

９月３日から８日まで休会といたしておりますが、一般質問並びに質疑についての通告をされ

る方は、９月５日正午までに提出をお願いします。

９月９日は議案に対する質疑を行い、質疑終了後、報告案件を除き所管の委員会へ審査付託を

行いますが、質疑をされる場合はできる限り事前通告をされるようお願いいたします。

なお、上程議案のうち「平成２３年度一般会計補正予算」及び「平成２２年度一般会計歳入歳

出決算認定」につきましては、それぞれ議長を除く議員全員で構成する特別委員会を設置して審

査すべきということを確認いたしましたので、よろしくお願いします。

９月１２日、１３日及び１４日の３日間で一般質問を行います。質問の順序は、受付順の「く

じ」により、番号の若い順とし、質問時間については答弁を含め５０分の時間制限とします。

また、質問回数については、制限をしないことといたします。なお、同一趣旨の質問につきま

しては、質問者間でぜひ調整をお願いしたいと思います。

また、通告書についても、市長の適切な答弁を求める意味からも、質問の趣旨を明快に記載さ

れるよう、あえてお願いをいたします。
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９月１５日、１６日及び２０日を委員会開催日としております。

９月２２日、本会議を開催し、各委員長の報告を受けた後、議案等の審議採決を行い、全日程

を終了したいと思います。

なお、本定例会会期中に「公の施設の指定管理」案件１件が追加議案として提出される予定で

ありますが、所管の委員会へ審査付託を行うこととしております。

以上が第３回定例会の会期日程案であります。

円滑な運営に御協力を賜りますようお願いを申し上げ、報告といたします。

〔議会運営委員長（鵜瀬 和博君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） お諮りいたします。本定例会の会期は議会運営委員長の報告のとおり、

本日から９月２２日までの２１日間といたしたいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（市山 繁君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から９月２２日ま

での２１日間と決定いたしました。

────────────・────・────────────

日程第３．諸般の報告

○議長（市山 繁君） 日程第３、諸般の報告を申し上げます。

平成２３年第３回壱岐市議会定例会に提出され、受理した議案等は２６件であります。

次に、監査委員より例月出納検査の報告書が提出されており、その写しをお手元に配付いたし

ておりますので、御高覧をお願いいたします。

次に、系統議長会であります。

去る８月１８日、佐世保市において開催された「長崎県市議会議長会臨時総会」に出席いたし

ました。

平成２３年度事務報告に続き、各市から提出の２４議案及び県下１３市共同で九州市議会議長

会へ提出の２議案「西九州地域の交通網の整備促進」と「新たな離島振興法の整備と振興策の推

進」について審議され、それぞれ可決・決定されたところであります。

なお、本市からは、「医師確保対策」と「離島航路運賃の低廉化施策」の２件を提出したとこ

ろであります。特に、航路運賃については、ＪＲ並みの運賃への要望をいたしたところでありま

す。

詳しい資料につきましては事務局に保管しておりますので、必要な方は御高覧をお願いいたし

ます。

なお、本定例会において議案等説明のため、白川市長をはじめ教育委員長、代表監査委員に説

明員として出席を要請しておりますので、御了承願います。



- 10 -

以上で、私からの報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第４．行政報告

○議長（市山 繁君） 次に、日程第４、行政報告を行います。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） おはようございます。本日ここに、平成２３年第３回市議会定例会を招

集いたしましたところ、議員皆様には、御健勝にて御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。

８月３０日、野田佳彦新首相が誕生し、本日、新しい内閣が発足する予定になっております。

東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所の対応をはじめ厳しい経済情勢も相まって、非常

に厳しい政権運営が予想されます。私は、この未曾有の危機を乗り越えるために、九州から日本

の元気を発信していかなければならない、その一翼を壱岐市も担うという強い思いであります。

政府におかれては、この国難を一丸となって乗り越えていただくことを願うものであります。

さて、この夏は、台風の接近もなく、連日猛暑日が続き、少雨傾向にございましたが、お盆を

過ぎると天気が崩れ、８月２２日から２３日にかけ２６５ミリの豪雨が発生いたしました。８月

２０日の降り始めから２６日までの総雨量は、４０４ミリを観測いたしましたが、幸いにも雨量

の割には被害は少ない状況でございました。しかし、全国では、７月下旬に新潟・福島両県にお

いて、また８月２６日から２７日にかけ、東京を中心とした首都圏で記録的な豪雨が発生し、道

路の冠水等大きな被害が発生するなど、近年は、突発的・局地的な豪雨災害が発生する傾向にあ

ります。壱岐市といたしましては、今後もこうした災害対策について万全を期してまいりますの

で、市民皆様におかれましても、引き続き、大雨、そして本日１２号が近づいておりますけれど

も、台風情報等気象情報には十分気をつけていただき、みずからの災害対策等を切にお願いする

ものであります。

次に、各スポーツ競技において、子供たちの活躍が光りました。

まず、勝本少年野球クラブですが、職員の事務の懈怠によりまして長崎県スポーツ少年団軟式

野球交流大会兼全国スポーツ少年団軟式野球交流大会への出場ができなくなり、多大な御迷惑を

おかけいたしましたが、７月３０日から８月１日にかけ、福岡県嘉麻市で開催されました「第

６回嘉麻の里杯争奪九州選抜少年野球大会」において、九州各県選抜６４チームの強豪が集う中、

見事優勝の栄誉に輝かれました。この快挙の報に接し、改めて子供たち頑張りと関係者皆様の御

尽力に深く頭の下がる思いでありますとともに、心からお喜びを申し上げ、今後ますますの御活

躍をお祈りするものであります。

また、８月１８日から２１日にかけて、愛媛県上島町で開催されました第４回全国離島交流中

学生野球大会では、全国の離島から参加した１９チームが熱戦を展開し、本市選抜チームは第
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３位に入る成績をおさめました。その活躍について、心から健闘をたたえるものであります。

次に、東日本大震災の影響で発表が延期されておりました平成２３年春の叙勲について、長年、

消防防災に貢献された元郷ノ浦町消防団副団長横山雅剛様が瑞宝単光章を受章され、また、危険

業務従事者叙勲の防衛功労として永年、海上自衛官として地域防衛に貢献された中田安穂様が瑞

宝双光章を受章されました。

さらに、高齢者叙勲として元勝本町の代表監査委員を務められました辻本正光様が旭日単光章

を受章されました。

今日まで築かれた御功績等に対し、深甚なる敬意を表しますとともに、このたびの栄誉を心か

らお喜び申し上げます。

それでは、前定例会以降本日までの市政の重要事項につきまして御報告申し上げ、議員皆様の

御理解と御協力を賜りたいと存じます。

まず、離島振興法の延長、改正に向けた取り組みについてでございます。

８月１９日「新たな離島振興法の制定実現を求める長崎県総決起大会」が五島市で開催されま

した。

これは、漁港整備や道路整備などの基盤整備をはじめ、離島振興に大きな役割を果たしてきた

離島振興法、昭和２８年施行で５次にわたり延長されてまいりましたけれども、平成２５年３月

に期限切れとなりますために、その延長と離島航路の運賃低廉化やガソリン・重油・軽油・プロ

パンガスの本土との価格差解消などを国策として取り組みを求めるため、長崎県と長崎県離島振

興協議会が主催となり開催されたものでございます。

県内離島市町関係者約３４０人が一堂に会した中、私は長崎県離島振興協議会長としてのあい

さつの中で、特に離島航路運賃の低廉化、ＪＲ並み運賃の実現を強く訴えてまいりました。

壱岐─博多間の航路運賃の例で言えば、ＪＲ並み運賃が実現した場合、フェリー２等運賃は現

在の運賃の約半分程度になります。この実現が。交流人口の拡大や産業経済の振興をはじめ離島

振興活性化の一番の根幹をなすものであり、離島が元気になる最も基本的なことであると確信し

ております。このことを含め、離島振興法の延長、改正に今後とも強い決意を持って取り組んで

まいりますので、議員各位、市民皆様の御理解、御協力をお願い申し上げます。

次に、市と県の執務室共同化についてでございます。

市と県が同じ庁舎内で業務を遂行し、地域の課題に一体となって取り組む体制を構築するため、

長崎県壱岐振興局と本市との執務室共同化についての協議を行ってまいりました。

今回、市民サービスの向上と効率的な行政運営遂行のため、壱岐振興局農林整備課と水産課を、

平成２３年度中に本市農林水産部が入る石田庁舎に配置しようとの案で調整をいたしております。

五島市、新上五島町においては、平成２１年６月から執務室の共同化が実施されておりますが、
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効率的な業務遂行、住民サービスの観点から効果が上がっていると伺っております。このことに

ついて、今後県とも十分協議を重ね、よりよい方向性を見出してまいります。

次に、交流人口・定住人口の拡大について申し上げます。

初めに観光振興についてでございます。

本市における観光客数を推計する上で最も参考となる九州郵船とオリエンタルエアブリッジの

本年４月から７月までの乗降客数累計は、２４万２,７０１人（対前年度比９７.７％）でござい

ますが、依然として厳しい状況にございます。この要因の一つとして、東日本大震災や原発事故

への不安、観光の自粛ムードが広がり、全国的な「出控え」の影響があったと考えております。

このような中、一支国博物館の入館者数につきましては、年間目標入館者数１０万人に対し、

４月から５月までの入館者数が１万６,８８８人と厳しいスタートとなりましたが、震災の影響

も落ちつき始めた６月から７月にかけて広島県のテレビ番組とタイアップした大型企画ツアーや

長崎、福岡、関西、中部、関東地域からのツアー客が回復し、６、７月の入館者数は２万

３,０２０人と上昇傾向に転じ、さらに８月の入館者数は１万５,８０１人を数えました。４月か

ら８月までの５カ月間の入館者数の累計は５万５,７０９人となり、順調に推移しているところ

でございます。

今後も、あらゆる機会を利用し、一支国博物館を核とした壱岐のＰＲを積極的に行ってまいり

ます。

また、「海とみどり、歴史を活かす癒しのしま、壱岐」の将来像の実現に向け、「自ら関わり、

共に創る自然の島づくり」を基本理念とした「壱岐市総合計画」の観光分野の個別計画として、

本年度、壱岐市観光振興計画を策定することといたしております。本計画策定に当たっては、島

外の学識経験者や島内の観光関係団体・事業者及び市民団体等からなる策定委員会を立ち上げ、

観光振興の方向性や課題等を検証し、壱岐市の将来を見据えた壱岐市観光の指針となる計画を策

定することといたしております。今回、所要の予算を計上しておりますので、御審議賜りますよ

うお願い申し上げます。

また、国民宿舎壱岐島荘改修工事については、７月２３日をもって宿泊業務を、同７月末をも

ってその他の業務を一時休業し、現在、リニューアル後の開館に備え、諸業務等を「サンドーム

壱岐」内に事務室を移動し取り扱っております。同時に、改修工事発注に向けての工事設計等を

進めてまいりましたが、６月に開催された建物の補強設計診断に係る長崎県建築士事務所協会耐

震判定委員会において、耐震及び補強設計について、個別指導を受けた結果、当初想定していた

スケジュールにおくれを生じております。現在、早期着工に向け準備を進めており、今会期中に

具体的日程を御報告できる見込みであります。

次に、孫文・梅屋庄吉と長崎プロジェクトについてでございます。
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このたび、辛亥革命１００周年を記念して、中華人民共和国から長崎県へ孫文と梅屋庄吉・ト

ク夫妻の全身像の寄贈にあわせて、梅屋トクの生誕の地である壱岐市にトクの胸像が贈られるこ

とになりました。これは、孫文の功績を未来へ形で残すため、梅屋庄吉が中国へ送った４体の孫

文像の返礼、そして孫文と梅屋庄吉の友情を顕彰し、中日友好と発展を願って贈られるものであ

ります。また、本年は、中国上海市と長崎県が友好交流関係を樹立して１５周年に当たり、これ

を記念し、長崎県日中親善協議会では、梅屋庄吉の銅像を制作し上海市へ寄贈されることになり

ました。本市も、協議会の会員として、本事業に係る負担金として今回所要の予算を計上してお

りますので、御審議賜りますようお願い申し上げます。

次に、市民・福祉について申し上げます。

まず、壱岐市特別養護老人ホーム建設計画の見直しについてでございます。

壱岐市特別養護老人ホームの建設については、本年度内に「壱岐市高齢者福祉計画・第５期介

護保険事業計画」を策定することといたしておりますけれども、各福祉施設及び医師会等との協

議を踏まえ「壱岐市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画作成委員会」でさらに協議を行い、高

齢者の福祉、介護サービス事業などの総合的な基本計画を策定し、その中で十分検討、協議を行

ってまいります。

こうしたことから、施設の規模などについて県の参酌基準の撤廃等を考慮し、見直しをする必

要がございます。本年度当初予算に計上した設計監理委託料、工事費、備品費などの所要の予算

については、今回、減額補正を行っております。また、平成２４年４月の消防法に適用するため、

パッケージ型自動消火設備工事費を今回計上しておりますので御審議賜りますようお願い申し上

げます。

次に、敬老行事についてでございますが、郷ノ浦町内の敬老行事につきましては、これまで町

内各６地区で開催されておりましたけれども、郷ノ浦町内各地区自治公民館長・婦人会長・老人

会長と協議を重ね、他地区との均衡を考慮し、本年度から郷ノ浦町の敬老会についても壱岐文化

ホール１カ所で開催することとなりました。

これまで同様、関係団体等の御協力をいただき、楽しんでいただける敬老行事に努めてまいり

ますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。

次に、産業の振興について申し上げます。

まず、農業振興についてでございますが、今年は、平年より１０日ほど早く梅雨明けとなりま

したけれども、本年産の葉たばこにつきましては、４月の低温や立枯病の影響を受け、１０アー

ル当たり２０５キログラムの収量見込みとなっております。なお、１０月３日から７日にかけて

熊本県合志市で開設されます葉たばこ収納の成績に期待をいたしております。

水稲につきましては、台風６号の影響によるもみすれに伴い、早期水稲の３％の減収見込みと
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なっております。

畜産につきましては、子牛価格が下降気味で心配されるところでございますが、８月市では、

前回市より２％下回り、平均価格４１万２,０００円の成績でございました。また、高齢化・後

継者不足等により、繁殖牛の飼養頭数が、７月１日の頭数調べでございますけれども、６,５６９頭

に減少しております。ピーク時では７,０００頭を超えておったところでございますが、畜産は

市内農業生産額の６４％を超える重要な作目であり、繁殖基盤の強化による経営安定を図る必要

があることから、優良系統への増頭を行うため、今回、所要の予算を計上しておりますので、御

審議賜りますようお願い申し上げます。

また、本年度より本格実施となりました農業者戸別所得補償制度につきましては、交付対象が

水田活用で２,０４５件、畑作で８８件となっております。

また、６月１０日から６月１２日の梅雨前線豪雨は、最大時間雨量が３２ミリという雨に見舞

われ、農地１５件、農業用施設１２件、林地６件の災害が発生いたしております。現在、災害の

復旧に向けた諸準備を進めているところですが、当面必要となる測量設計費、工事費等について

今回所要の予算を計上しておりますので御審議賜りますようお願い申し上げます。

農地・水環境保全向上対策につきましては、本年度、事業の拡充により、農業用施設の長寿命

化のために新設された向上活動支援交付金の申請状況につきましては、採択申請が３２地区、

７０７ヘクタールとなっております。

また、本年度で最終年度を迎える農地・水共同活動支援交付金の取り組みにつきましては、

８６地区、１,２５６ヘクタールとなっております。この制度の継続に向けた次期対策について、

現在、国において検討が重ねられております。

中山間地域等直接支払制度につきましても、本年度より事業の拡充により、離島平場が交付対

象となり、新規採択申請が２７地区、変更申請が２６地区となり全体で１３９地区、１,３４４ヘ

クタールと倍増になっております。

両制度につきましては、今回、所要の予算を計上しておりますので、御審議賜りますようお願

い申し上げます。

次に、水産業振興についてでございます。

壱岐市の基幹産業である水産業は、全国的な水産資源の減少、魚価の低迷、燃油の高騰、さら

には漁業従事者の減少、高齢化等により極めて厳しい状況にあります。

平成２２年度の壱岐市全体の水産業の状況は、１１月、１２月に天候不良による出漁困難が発

生いたしましたが、漁獲量が７,９２２トンで、対前年度比１０４％、漁獲高が４７億８,２００万

円と対前年度比９９％で、ほぼ横ばいで推移しているところでございます。本市といたしまして

は、さらなる水産業振興を図るため、本市水産業及び漁村の活力ある持続を計画的に図るため、
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「認定漁業者制度」を創設し、９月より申請受け付けを開始いたしました。

また、壱岐市管内漁協におきまして、漁協正組合員が平成２３年３月末現在で約１,２００人

でございますが、うち６０歳以上が５８６人で、全体の４９％を占めており、後継者不足に伴う

漁業従事者の高齢化が進行し、深刻な状況になっております。このため、後継者として特に期待

が持てる漁家の子弟を中心に、後継者の確保育成を図るための制度「漁業後継者対策制度」につ

きましても、９月より申請受け付けを開始いたしております。

今後もこうした新たな制度や取り組みによって、水産業の振興発展に努めてまいります。

次に、教育について申し上げます。

まず、壱岐市中学校規模適正化（統廃合）後の学校教育活動についてでございます。

壱岐市中学校規模適正化後における教育活動については、順調に経過しております。生徒間同

士がすぐになじみ、学習活動や部活動において、これまで以上に活発化し、すべての教育活動の

活性化につながっているものと認識しております。

今後も新中学校の基礎づくりと定着に努めるとともに、生徒が意欲や希望を持ち、安心して通

学できる学校づくりに、さらに取り組んでまいります。

また、先般、小学校児童の水難事故が発生いたしましたが、学校の管理下だけでなく、学校外

においても、家庭や地域との連携を図りながら、安全教育の一層の充実を図ってまいります。

次に、第６９回国民体育大会についてでございますが、平成２６年開催の第６９回国民体育大

会について、７月１３日開催された財団法人日本体育協会理事会におきまして、長崎国体が正式

に決定いたしました。

このことを受け、長崎県においては、７月２５日に開催された第６９回国民体育大会長崎県準

備委員会総会の中で「長崎県国体準備委員会」から「長崎県国体実行委員会」へと組織変更がな

されました。

本市におきましても、８月１日付で「壱岐市国体準備委員会」から「壱岐市国体実行委員会へ

移行したところでございます。

また、ソフトボール競技会場である大谷公園ソフトボール専用球場及び壱岐市ふれあい広場多

目的グラウンドにつきましては、平成２５年にリハーサル大会を開催することから、平成２４年

度に専用球場の一部改修を予定いたしておりましたが、両施設とも開設後１５年以上が経過し、

また使用競技団体等からの要望もあり、防球ネットの設置、芝生の張りかえ、表土の入れかえ等

を追加して施行することといたしました。今回、所要の予算を計上しておりますので、御審議賜

りますようお願い申し上げます。

今後は実行委員会内部に設置した専門委員会の中で、競技や宿泊、運輸等それぞれの詳細な計

画を詰め、壱岐会場での開催に備えてまいります。
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次に、医療について申し上げます。

まず、壱岐市民病院についてでございますが、壱岐市民病院の本年度４月から７月までの診療

実績については、一般病床の１日の平均入院患者数が前年度同月比較で８.０人減の８９.６人、

精神病床の１日平均入院患者数が前年度同月比較１５.１人減の２３.１人、１日平均外来患者数

が前年度同月比較で８.５人減の３６８人となっております。

この要因といたしましては、内科常勤医師１名、外科常勤医師１名の減員と、精神科病床休床

による影響がございます。医師確保につきましては、７月４日から山口大学第２外科による隔週

応援を開始していただくとともに、９月１２日から内科常勤医師１名を採用予定としております。

精神科外来につきましては、九州大学の精神科医局から全面的な応援をいただき、本年１２月

までは診療日が確定しておりますので、混乱を生じないよう、患者様への周知を図ってまいりま

す。

次に、平成２２年度の壱岐市民病院事業会計決算につきましては、収益的収入が２３億

２,４５１万円、収益的支出が２５億２,４４１万円であり、当年度純損失が１億９,９９０万円

となっております。

次に、かたばる病院についてでございますが、かたばる病院の本年度４月から７月までの診療

実績につきましては、１日平均入院患者数が前年度同月比較で０.１人増の４７.５人で、ほぼ満

床状態であります。１日平均外来患者数が前年度同月比較１.３人増の３９.８人となっておりま

す。

次に、平成２２年度のかたばる病院事業会計決算につきましては、収益的収入が４億３３２万

７,２３２円、収益的支出が３億６,８２５万５,２８９円であり、当年度純利益が３,５０７万

１,９４３円となっております。この中には、一般会計の負担金１億８４７万円が含まれており

ます。

次に、市立病院改革についてでございます。

病院改革の一環として、かたばる病院を市民病院へ機能統合し、市民病院を一部門化すること

により、医師の確保・経営の効率化・急性期から慢性期医療への一貫した医療提供体制等の問題

の改善が図られると考えております。現在、機能統合案として、休床中である南側５０床部分を

療養病床に改修し、かたばる病院の療養病床を移転する方向で県と協議していきたいと考えてお

ります。市民病院内の先生方には、８月１日の医局会の折に、この機能統合案を説明し、御理解

をいただいたところでございます。

市民病院精神科病床を療養病床に改修するため、今回、所要の予算を計上しておりますので、

御審議賜りますようお願い申し上げます。

今後のスケジュールにつきましては、市民病院精神科病棟の変更許可についての協議、かたば
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る病院の跡地利用等について、国との協議の後、具体化できるものと考えております。

休床中である市民病院精神科病床につきましては、壱岐保健所、県の指導を受けながら、壱岐

医療圏として適切な病床数を確保し、精神科病棟が再開できるよう、引き続き医師確保に向けて

努力してまいります。

次に、防災、消防、救急について申し上げます。

まず、原子力・防災対策についてでございます。

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故については、依然、厳しい状況が続

き、現在もその終息に向けて懸命な対応がとられております。

しかし、依然として計画的避難区域措置をはじめ農産物等における出荷制限等その地域にとっ

ては、極めて深刻な事態となっております。これまで申し上げてまいりましたけれども、本市は、

九州電力玄海原子力発電所から海を隔てて約２５キロの位置にございます。万一、異常事態等発

生した場合、放射性物質の多量の到達が懸念され、身体はもちろん本市の基幹産業である農漁業

への影響など、壊滅的な被害のおそれがございます。このため、九州電力、国、県に対し安全性

の確保、情報の公開、住民説明会の実施、さらには内閣府原子力安全委員会が定めた防災指針に

基づく「防災対策を重点的に充実すべき地域の範囲」、いわゆるＥＰＺの見直し等の要望を強く

行ってまいりました。

こうした中、長崎県におきましては、８月に開催された長崎県地域防災計画を見直す検討委員

会の会合で、原子力災害を想定した避難計画を策定する範囲について、現行の半径１０キロから

３０キロに拡大する方針が示されるなど、独自の対策を講じる動きもございます。しかし、被災

地の現状を見ると、やはりＥＰＺの見直しの必要性を改めて痛感しているところであり、早期見

直しに向けて、今後とも、長崎県、関係市町とも十分連携を図り、協議、要望を重ねてまいりま

す。

本市における被災地への支援につきましては、まず、義援金につきまして、３月１４日から各

庁舎、事務所、そして社会福祉協議会の１６カ所に募金箱の設置を行っておりますが、８月

３１日現在、２,４４９万３,７４１円の募金をいただき、日本赤十字社長崎県支部を通じ、その

都度、送金を行っております。これまでの本市からの義援金の合計は、壱岐市としての１００万

円、あわせまして長崎県市長会を通して５９万５,１９０円を送っております。この分も含めま

して２,６０８万８,９３１円となっておりまして、市民皆様をはじめ関係皆様に衷心より感謝申

し上げます。また、人的支援として、本市職員の派遣とともに、６月２８日から７月４日まで、

「長崎壱岐活き応援隊」として官民協働のボランティアバスを運行し、被災された皆様への早期

の生活再建支援とともに、心のふれあいなど非常に大きな成果を上げていただきました。こうし

たことから、今後さらに第２陣、第３陣のボランティアバスの運行を計画しておりまして、今回
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所要の予算を計上しておりますので、御審議賜りますようお願い申し上げます。

現在、本市防災計画の見直しにつきましては、鋭意、準備を進めておりますが、見直しに当た

っては、言うまでもなく、原子力防災対策にも十分配慮し、かつ市民皆様の御意見をお聞きしな

がら進めてまいります。

また、１１月１３日には、芦辺港新横浜岸壁一帯におきまして、平成２３年度壱岐市防災訓練

を開催することといたしております。災害時における初動体制の確立、関係機関との連携等、そ

れぞれの災害に対応した訓練を行ってまいりますので、市民皆様の御協力をお願いいたします。

次に、消防・救急についてでございますが、平成２３年８月末日現在の災害発生状況は、火災

３６件、救急１,０３６件、救助１９件で、昨年同期と比較いたしまして、火災は１８件の増と

倍増いたしております。救急及び救助はほぼ同数となっております。火災が１８件増となった要

因といたしましては、山林火災及びその他の火災の増加によるものですが、その出火原因が不審

火によるものも数件あり、危惧しているところでございます。また、熱中症搬送が１１件発生し

ております。

火災予防の推進には、自主防災組織の育成は欠かすことができず、昨年に引き続き自治総合セ

ンターから湯岳婦人防火クラブ、山崎婦人防火クラブ及び山崎少年消防クラブにそれぞれ

１００万円、那賀幼稚園幼年消防クラブに４０万円の助成金交付の決定を受け、それぞれ機材等

の購入を行うため、今回所要の予算を計上いたしておりますので、御審議賜りますようお願い申

し上げます。

今後とも、壱岐市の「安全・安心まちづくり」の実現のため、あらゆる機会をとらえ自主防災

組織の育成、強化に努めてまいります。

次に、議案関係について御説明いたします。

まず、補正予算についてでございますが、本議会に提出しております補正予算の概要といたし

ましては、一般会計補正総額５億２,７３８万６,０００円、各特別会計の補正総額マイナス

１０億９,１１８万６,０００円となり、本定例会に提出いたしました一般会計、各特別会計の補

正額の合計は、マイナス５億６,３８０万円となります。なお、現計予算と合算した本年度の一

般会計予算は２３５億６,８４２万８,０００円で、特別会計につきましては９９億５,０９５万

１,０００円となります。また、あわせて、病院事業会計につきましても、所要の補正予算を提

案いたしております。

その他の議案について

本日提出いたしました案件の概要は、報告２件、条例の改正に係る案件２件、予算案件８件、

認定１２件、その他２件でございます。

案件の詳細につきましては、担当部長、課長等から説明をさせていただきますが、何とぞ十分
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な御審議をいただき、適正なる御判断を賜りますようお願い申し上げます。

以上をもちまして、前定例会以降の市政の重要事項につきまして申し述べましたが、今後も、

さまざまな行政課題や緊急に対応しなければならない問題等に対し誠心誠意、全力で取り組んで

まいる所存でございます。

議員各位並びに市民皆様の御理解と御支援を賜りますようお願い申し上げて、行政報告といた

します。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） これで行政報告を終わります。

────────────・────・────────────

日程第５．報告第５号～日程第３０．認定第１２号

○議長（市山 繁君） 次に、日程第５、報告第５号平成２２年度財団法人壱岐市開発公社事業

会計収支決算の報告についてから日程第３０、認定第１２号平成２２年度壱岐市病院事業会計決

算認定についてまで２６件を議題といたします。

ただいま上程いたしました議案について提案理由の説明を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 本日の議案の説明は、担当部長及び課長等にさせますので、よろしくお

願いいたします。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 浦企画振興部長。

〔企画振興部長（浦 哲郎君） 登壇〕

○企画振興部長（浦 哲郎君） 報告第５号平成２２年度財団法人壱岐市開発公社事業会計収支

決算の報告について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により別紙のとおり報告いたしま

す。本日の提出でございます。

財団法人壱岐市開発公社は、壱岐市より国民宿舎壱岐島荘の指定管理並びにサンドーム屋内競

技場及び周辺管理業務を委託しております。

４ページをお開きください。国民宿舎壱岐島荘利用状況でございますが、一支国博物館が開館

し、壱岐観光の起爆剤として効果を期待する中、宮崎県で発生いたしました口蹄疫の影響は、壱

岐市においては６月の牛市及びサイクルフェスティバルが中止となり、このような中において、

宿泊者数は７,４２４人、前年対比１０２.８％、計画目標対比１１１.５％、ビジネス客などの

お客様を中心に順調に利用がされてまいりました。休憩者数においては１万７３８人で、前年対

比９６.０％、計画目標対比８９.２％で、特に夏場の猛暑の影響で利用者が減少いたしておりま

す。
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次に、５ページをお開き願います。決算報告書でございます。収入で営業収入といたしまして

８,５５５万９,１２０円、営業外収入２１０万３,８３０円で、営業外収入のうちにサンドーム

屋内競技場等の管理委託料が１８０万円あります。収入合計８,７６６万２,９５０円でございま

す。

支出といたしまして、公社総務費１３万２７６円、公社事業費営業費８,１１８万３８５円、

営業外費８万６,１７２円で、支出合計が８,１３９万６,８３３円となっております。

収益費用明細につきましては、６ページから８ページに掲載をいたしております。

次に、９ページの損益計算書でございますが、営業収益８,５５５万９,１２０円、営業費用

８,１１８万３８５円で、営業利益４３７万８,７３５円でございます。営業外収益２１０万

３,８３０円、営業外費用１９万９,０４８円、特別損失額といたしまして１万７,４００円。税

引き後の当年度純利益は４７５万２,７１７円となっており、前年度繰越損失金４６４万

２,１８４円を差し引きまして、当年度の未処分剰余金として１１万５３３円となっております。

１０ページに貸借対照表を掲載をいたしております。

１１ページをお開き願います。当期未処分剰余金につきましては、次期繰越剰余金にいたして

おるところでございます。

以上で説明を終わります。

〔企画振興部長（浦 哲郎君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 川原財政課長。

〔財政課長（川原 裕喜君） 登壇〕

○財政課長（川原 裕喜君） 皆さん、おはようございます。報告第６号平成２２年度壱岐市財政

健全化判断比率及び資金不足比率の報告について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第

３条第１項及び第２２条第１項の規定により、平成２２年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金

不足比率を監査委員の意見を付して報告をいたします。本日の提出でございます。

次のページをお開き願います。法第３条第１項による健全化判断比率の状況でございます。実

質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、赤字決算をしておりませんので、指数の比率は

発生しておりません。

次に、実質公債費比率１１.２％、将来負担比率が４０.２％で、いずれの比率は中段の早期健

全化基準及び財政再生基準の制限基準比率を下回っております。なお、指標となる標準財政規模

の額を表記しております。

次に、法第２２条第１項の規定により資金不足比率の状況でございます。下の欄に記載の公営

企業等会計の簡易水道事業特別会計、下水道事業特別会計、三島航路事業特別会計、水道事業会

計、病院事業会計の５事業会計におきましては、資金不足が生じた公営企業等会計がないので該



- 21 -

当いたしませんので、比率としては生じておりません。

資料といたしまして、資料４の１ページ、２ページに健全化判断比率等の概要について添付を

いたしております。

以上で報告を終わります。

〔財政課長（川原 裕喜君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 堤総務部長。

〔総務部長（堤 賢治君） 登壇〕

○総務部長（堤 賢治君） 議案第６５号壱岐市附属機関設置条例の一部改正について、壱岐市

附属機関設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。

提案理由でございますが、市長の附属機関として「壱岐市地域福祉計画策定委員会」を、それ

から教育委員会の附属機関といたしまして「壱岐市小・中学校の学校給食における食物アレル

ギー対策委員会」を設置する必要があるため、所要の改正を行おうとするものでございます。

次のページをお開きをお願いいたします。壱岐市附属機関設置条例の一部を次のように改正し

ようとするものでございます。

別表ア、市長の附属機関の部、壱岐市地籍調査推進委員会の項の次に壱岐市地域福祉計画策定

委員会を加える。この委員会では、壱岐市地域福祉計画について審議をいたします。なお、委員

は１５人以内を予定をいたしております。

別表イ、教育委員会の附属機関の部、壱岐市学校給食運営委員会の項の次に壱岐市小・中学校

の学校給食における食物アレルギー対策委員会を加える。この委員会では、学校給食における食

物アレルギー対策の管理方針など専門的な役割を果たすために必要な事項を協議をいたします。

この委員会の委員は１５人以内を予定をいたしております。

このように改めようとするものでございます。附則といたしまして、この条例は公布の日から

施行しようとするものでございます。

資料１に議案関係資料、改正条例新旧対象表につきましては１ページから２ページでございま

すが、後もってご覧いただきたいと思います。

以上で、議案第６５号につきまして説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお

願いをいたします。

〔総務部長（堤 賢治君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 山内市民部長。

〔市民部長（山内 達君） 登壇〕

○市民部長（山内 達君） 議案第６６号壱岐市税条例等の一部改正について、壱岐市税条例等

の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。
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提案理由でございますが、地方税法等の一部改正に伴い所要の改正を行うものでございます。

次のページをお開きください。壱岐市税条例の一部を次のように改正するものでございます。

内容につきましては記載のとおりでございます。説明資料といたしまして、新旧対照表も配付を

いたしておりますけれども、市民部関係参考資料で御説明をいたします。

資料のほうの１ページをお開き願います。第１番といたしまして条例改正の理由でございます

が、先ほど申し上げました地方税法等の一部改正によるものでございます。現下の厳しい経済状

況及び雇用情勢に対応して、税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律それから

政令、省令が平成２３年６月３０日に公布されたことに伴い、壱岐市税条例等の一部を改正する

ものでございます。

次に、地方税法等の改正に伴う市税条例の改正部分でございますが、国や県が参考のために提

示をいたしています条例の例により作成をいたしております。その関係で、それぞれの条文を改

正別に条文の１条から３条にして改正をするということになっております。

第１条でございますが、壱岐市税条例、平成１６年壱岐市条例第４８号の一部改正です。

１）でございますけれども、寄付金税額控除の適用下限額について現行の５,０００円が

２,０００円に引き下げとなっております。適用については平成２４年度分の個人住民税からで

ございます。

次に、２）番で個人住民税等の不申告に関する過料の上限額について、現行の３万円が１０万

円に引き上げをされて厳しくなっておるということでございます。

次に、第２条壱岐市税条例の一部を改正する条例、平成２０年壱岐市条例第１９号の一部改正

でございます。

次のページの１）の上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率の特例について、平成

２５年１２月３１日までに期間が延長されております。

次に、第３条でございますけれども、壱岐市税条例の一部を改正する条例、平成２２年壱岐市

条例第１７号の一部改正でございます。

１）で、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算の特例について、施行日が

２年延長されておりまして２７年１月１日となっております。

次に、条例の施行日でございますけれども、公布の日からということでございますけれども、

ただし、第１条の２）の個人住民税等の不申告に関する過料の上限額の引き上げに関する規程に

つきましては、周知期間が必要ということで公布の日から２カ月を経過した日でございます。

次に、４番目、周知の方法でございますけれども、ホームページに掲載の予定でございます。

以上で説明を終わります。

〔市民部長（山内 達君） 降壇〕
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○議長（市山 繁君） 後藤建設部長。

〔建設部長（後藤 満雄君） 登壇〕

○建設部長（後藤 満雄君） 議案第６７号について御説明を申し上げます。市道路線の認定につ

いて、市道路線を別紙のとおり認定する。本日の提出でございます。

提案理由としまして、市道として受け入れる必要があるため、道路法第８条第２項の規定に基

づき議会の議決を求めるものでございます。

申しわけございませんが、３枚目をお開き願います。これが、今回認定をする路線の位置図で

ございます。

次の最後のページをお開きを願います。右側に見えますのが、梅の木ダムでございますが、梅

の木ダムのところに新しい県道ができまして、その県道の不用物件でございます。

申しわけございません、前のページをちょっとお開きを願います。その下の不用物件の「用」

が「要」という文字を記載いたしておりますが、これを「用いる」に訂正をしていただけません

でしょうか、申しわけございません。

それでは、２枚目にお戻りを願いたいと思っております。認定路線調書、路線番号が６,２２４番、

路線名が国分当田線、基点が芦辺町国分東触字久保川地先から終点が鶴懸地先まで延長が

７６０メートルでございます。これは、先ほど申し上げました県道国分箱崎線の不用物件でござ

います。

以上で説明を終わらせていただきます。

〔建設部長（後藤 満雄君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 浦企画振興部長。

〔企画振興部長（浦 哲郎君） 登壇〕

○企画振興部長（浦 哲郎君） 議案第６８号武生水Ａ辺地（変更）、武生水Ｃ辺地（変更）、

渡良Ｂ辺地（変更）、原島辺地、勝本辺地、東可須辺地、立石辺地、本宮辺地、諸吉辺地、仲・

大石辺地、芦辺浦辺地、大左右・中山辺地、瀬戸浦辺地及び石田辺地に係る総合整備計画の策定

について御説明申し上げます。

武生水Ａ辺地（変更）、武生水Ｃ辺地（変更）、渡良Ｂ辺地（変更）、原島辺地、勝本辺地、

東可須辺地、立石辺地、本宮辺地、諸吉辺地、仲・大石辺地、芦辺浦辺地、大左右・中山辺地、

瀬戸浦辺地及び石田辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり定める。本日の提出でございます。

提案理由でございますが、市道海田紺屋町線改良事業、市道梅津線改良事業、郷ノ浦地区第

２分団２部小型動力ポンプ購入事業、三島小学校原島分校屋内集会所整備事業、勝本地区第１分

団小型動力ポンプ購入事業、市道土肥田線改良事業、市道八口線改良事業、勝本地区第６分団消

防格納庫整備事業、市道銀台線改良事業、勝本地区第６分団小型動力ポンプ購入事業、芦辺漁港
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漁業集落環境整備事業、市道瀬戸諸津線改良事業及び石田地区第２分団第１小隊小型動力ポンプ

購入事業に辺地対策事業債を活用するために、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上

の特別措置等に関する法律第３条第１項及び第５項の規定に基づき議会の議決を求めるものでご

ざいます。この計画は、辺地債の対象になるためには市議会の議決を経て辺地に係る総合整備計

画を総務大臣に提出することとなっておりますので、議会の議決を求めるものでございます。

次に、１ページをお開き願います。右の上に辺地名を記載をいたしております。まず、武生水

Ａ辺地でございます。市道海田紺屋町線改良事業を計画に追加し、総合整備計画を変更いたして

おります。本路線は、避難場所である大谷公園への避難経路として利用され、また市街地郊外か

ら行政機関及び病院へのアクセス向上を図るために整備の必要があります。特に交差点付近につ

いては、新郷ノ浦港線の接続が悪く、非常に危険な状況にあるために整備の必要があります。計

画事業費は、３の公共的施設の整備計画の表、一番下の段に記載をいたしております。１,５００万

円であります。

次に、２ページ、武生水Ｃ辺地で市道梅津線改良事業計画に追加し総合整備計画を変更いたし

ております。本路線は、県道渡良浦初瀬線と１級市道鮒川線を結ぶ幹線道路であり、幅員が狭隘

な上に急カーブが多く危険な状況であるので整備の必要があります。計画事業費は、１億

２,９８０万円であります。

次に、３ページ、渡良Ｂ辺地でございます。郷ノ浦地区第２分団２部の小型動力ポンプが、購

入後１５年を経過し塩害等により腐食が著しく性能が低下しておりますので更新をいたすもので、

計画に追加し総合整備計画を変更いたしております。

４ページ、原島辺地、三島小学校原島分校の屋内集会所は、昭和４９年に建設され木造建物で

老朽化が著しく危険改築の対象にもなっており整備を図る必要があります。

５ページ、勝本辺地でございます。勝本地区第１分団の小型動力ポンプは、購入後１１年を経

過し塩害などによる腐食が著しく性能が低下しており更新をいたすものであります。

６ページ、東可須辺地でございます。市道土肥田線は、幅員が非常に狭くカーブも急曲がりで

見通しも悪く、危険な状態であるので整備の必要があります。

７ページ、立石辺地でございます。市道八口線では郷ノ浦町長峰集落と勝本町鯨伏集落を結ぶ

連絡道で、本路線の下を走る刈田院川の久保内橋付近が大雨のときには橋梁付近から氾濫をし、

道路が冠水をするために交通に支障を来しております。今回、河川拡張工事と連動して橋梁の拡

張をすることで道路交通の利便性及び安全性を確保するために整備するものであります。また、

勝本地区第６分団消防拠点施設機動格納庫が、老朽化が著しい上に狭隘なためにポンプ車格納の

際に支障を来しておりますので、新築整備をする必要があります。建設場所は、旧温泉センター

の跡地でございます。
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８ページ、本宮辺地でございます。市道銀台線は、幅員が非常に狭く見通しも悪いために危険

な状況でありますので、整備の必要があります。また、勝本地区第６分団本宮格納庫に配備して

おります小型動力ポンプにつきまして、性能が低下いたしておりますので更新の計画をいたして

おります。

９ページ、諸吉辺地、１０ページ、仲・大石辺地、１１ページ、芦辺浦辺地、１２ページ、大

左右・中山辺地でございますが、芦辺漁港漁業集落環境整備事業で下水処理をするために施設整

備を計画し、漁業及び漁村の環境整備を実施することといたしております。

１３ページ、瀬戸浦辺地でございます。市道瀬戸諸津線は、幅員が狭く支障を来しております

ので早急に整備の必要がございます。

１４ページ、石田辺地でございます。石田地区第２分団第１小隊の小型動力ポンプは、購入後

１０年を経過し塩害などにより腐食が著しく性能が低下いたしておりますので、更新の計画をい

たしております。なお、総合整備計画の期間は、自治事務次官通知によりおおむね５年程度とす

ることが適当とされており、市道土肥田線改良事業、市道銀台線改良事業、芦辺漁港漁協集落環

境整備事業及び市道瀬戸諸津線改良事業につきましては、辺地対策事業債を活用してこの間事業

を行ってまいりましたが、５カ年間の辺地に係る総合整備計画期間を越えましたが継続して事業

を行う必要がありますので、新たに平成２３年度から平成２７年度までの辺地に係る総合整備計

画を策定し議会の議決を求めるものでございます。位置図等につきましては、別添資料２に記載

をいたしております。

以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

〔企画振興部長（浦 哲郎君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１１時１５分といたします。

午前11時06分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時15分再開

○議長（市山 繁君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案説明を続けます。川原財政課長。

〔財政課長（川原 裕喜君） 登壇〕

○財政課長（川原 裕喜君） 議案第６９号平成２３年度壱岐市一般会計補正予算（第５号）につ

いて御説明申し上げます。

平成２３年度壱岐市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５億２,７３８万

６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３５億６,８４２万８,０００円
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とします。

第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により定めております。

地方債の補正。第２条、地方債の変更は、「第２表地方債補正」によるものでございます。本

日の提出でございます。

３ページから５ページをお開き願います。「第１表歳入歳出予算補正」、歳入及び歳出の補正

の款項の区分の補正額等については、「第１表歳入歳出予算補正」に記載の３ページから５ペー

ジのとおりでございます。歳入歳出予算補正の内容については、事項別明細書で後ほど御説明を

いたします。

６ページをお開き願います。「第２表地方債補正」、１、変更、過疎対策事業債、補正前限度

額７億５,０９０万円を補正後限度額３億４,７１０万円に、特別養護老人ホーム建設事業の今年

度事業取りやめによる４億円の減額と市道第２中谷線改良舗装事業の３８０万円を減額補正をい

たしております。過疎地域自立促進事業、過疎債ソフト分ですが、補正前限度額７,５００万円

を補正後限度額２億４,０２０万円に過疎地域自立促進計画に基づき当初予算計上のソフト事業

へ充当するため、発行限度額の不足分１億６,５２０万円を増額補正をいたしております。臨時

財政対策債の補正前限度額６億２,９００万円を補正後限度額７億２,２５０万円に、２３年度普

通交付税算定に当たり人口基礎方式及び財源不足基礎方式により算定した臨時財政対策債発行可

能額の不足分９,３５０万円を増額補正しております。

それでは、事項別明細書により主な内容について御説明をいたします。

１０、１１ページをお開き願います。まず、歳入について御説明申し上げます。

９款地方特例交付金１項の地方特例交付金は、本年度の交付額が決定をいたしました。交付決

定額は５,１０４万３,０００円で、今回は１,８９５万７,０００円の減額補正をいたしておりま

す。この減額の主な要因といたしましては、子ども手当法に基づく予算措置が本年９月末までに

よる減であります。対前年比５０.３％の減となります。

１０款地方交付税１項の普通交付税は、本年度の交付額が決定をいたしました。交付決定額は、

前年対比０.５％の増の１００億７,７３４万７,０００円の交付決定を受けております。増額の

主な内容といたしましては、測定単位の人口や単位費用の減額があるものの公債費の増額やス

クールバスボートの皆増等により増額となっております。今回は５億４,２８５万４,０００円を

増額補正をいたしております。

１２款分担金及び負担金、１項分担金、１目農林水産業費分担金の中の林業費分担金は、自然

災害防止事業地元分担金の増により４５万円の補正と、２目災害復旧費分担金、１節農地及び農

業用施設災害復旧費分担金は、２３年度豪雨等により被災した農地及び農業用施設の災害に係る
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もので、４６万５,０００円を増額補正をいたしております。

１４款国庫支出金２項国庫補助金３目衛生費国庫補助金の保健衛生費補助金の疾病予防対策事

業費等補助金は、今年度、女性のがん検診に加えて「働く世代の大腸がん検診」事業も補助対象

となるため、５２万円を増額補正いたしております。次に、４目の農林水産業費国庫補助金の中

の農業費補助金、経営体育成支援事業は、今回から事業の迅速化、重点化を図るため県間接補助

から国直轄補助事業へ変更となり、県補助金から予算の組み替えによりまして５２０万４,０００円

を補正いたしております。次に、７目教育費国庫補助金、社会教育費補助金の国宝重要文化財等

保存整備費補助金は、事業の内示額削減による事業費が減額となるため１２０万円を減額補正い

たしております。

次に、１２、１３ページをお開き願います。１５款県支出金２項県補助金２目民生費県補助金、

児童福祉費補助金の子育て支援対策臨時特例交付金は、地域子育て創生事業の８２万９,０００円

を増額補正をいたしております。事業費の１０分の１０が県補助金でございます。次に、３目の

衛生費県補助金２節の清掃費補助金の海岸漂着物地域対策推進事業費補助金は、地域グリーンニ

ューディール基金事業によるもので、４１３万５,０００円を補正いたしております。これにつ

きましても、事業費の１０分の１０が県補助金でございます。４目農林水産業費県補助金１節の

農業費補助金の中山間地域等直接支払制度事業費補助金は、本年度から制度拡充による離島平地

が交付対象になったことに伴い事業取り組み集落の増により４,２００万円を追加いたしており

ます。次に、担い手育成基盤整備関連流動化促進事業費補助金は、県営事業の刈田院地区土地利

用調整事業委託料の減額に伴い４２万５,０００円を減額補正いたしております。次に、農地・

水保全管理支払交付金向上活動支援交付金は、本年度より向上活動支援が交付対象となったこと

から事業取り組み集落の増により７６８万１,０００円を追加いたしております。４目農林水産

業費県補助金、林業費補助金の自然災害防止事業費補助金は、林地災害防止工事増に伴い

２２５万円を追加いたしております。その中で、森林整備加速化・林業再生基金事業費補助金は、

松くい虫防除事業の薬剤樹幹注入が県の追加内示を受けたことにより２１０万７,０００円を補

正いたしております。次に、７目教育費県補助金、社会教育費補助金の国宝重要文化財等保存整

備費補助金は、国宝重要文化財等保存整備事業の内示額削減により事業費が減額となるため

１２万円を減額補正いたしております。次に、まちづくり支援総合事業補助金は、アホウベイ復

旧工事及び花雲亭改修工事の県内示を受けたことにより１８９万１,０００円を補正いたしてお

ります。次に、８目消防費県補助金、消防費県補助金の消防団員確保対策推進事業費補助金は、

消防団員の募集を呼びかけ確保を図る推進事業が交付内容となったために６５万８,０００円を

追加いたしております。９目災害復旧費県補助金１節の農地及び農業用施設災害復旧費補助金は、

農地農業用施設災害復旧の平成２１年災、平成２２年災、平成２３年災事業に係る１,０１２万
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４,０００円を追加いたしております。

１５款県支出金３項県委託金３目農林水産業費県委託金、農業費委託金の農地・水・農村環境

保全向上活動支援事業委託金は、本年度より制度見直しにより向上活動支援に交付対象となった

ことから推進交付金の増により７０万円を追加いたしております。

１６款財産収入の土地建物貸付収入、勝本給食共同調理場の用途廃止に伴いまして、誘致企業

株式会社マツオへの施設貸し付けとして２５万２,０００円を補正いたしております。

次に、１４、１５ページをお開き願います。１８款繰入金の教育振興基金繰入金は、沼津小学

校運動場遊具と体育館のどんちょう整備に要する経費に対し６１２万２,０００円を補正いたし

ております。

１９款繰越金の前年度繰越金は、５,９４２万７,０００円を今回増額補正をいたしております。

２０款諸収入４項雑入１目雑入につきましては、災害ボランティア活動促進事業支援金は、災

害ボランティア第１陣、２陣、３陣を県民ボランティア振興基金から支援分として１５６万

３,０００円を補正いたしております。次に、コミュニティー助成金は、助成事業決定に伴い

９４０万円を増額補正をいたしております。次に、自治総合センター事業助成金の減額補正は、

元寇７３０年シンポジューム助成事業の取り下げにより２６０万円を減額したものでございます。

２１款市債１項市債２目過疎対策事業債につきましては、特別養護老人ホーム建設事業に係る

過疎債は、今年度においては建設事業が取りやめになったため４億円の減額と市道の改良舗装事

業費の変更に伴い３８０万円の減額補正をいたしております。また、過疎対策事業の過疎地域自

立支援事業過疎債ソフト分として当初７,５００万円を計上しておりましたが、今回は限度額の

２億４,０２０万円まで充当することで１億６,５２０万円を追加いたしております。７目の臨時

財政対策債につきましては、当初６億２,９００万円計上しておりましたが、２３年度普通交付

税決定に伴い臨時財政対策債発行可能額７億２,２５０万円に不足分の９,３５０万円を追加いた

しております。

次に、１６、１７ページをお開き願います。歳出について御説明いたします。主要事業で主な

内容について御説明をさせていただきます。

まず、補正全般の人件費の補正につきましては、共済組合負担金率の改正による補正と人事異

動及び会計間の異動に伴う職員給与費等の増減によるものを今回補正をいたしております。

それでは、２款総務費１項総務管理費１目一般管理費の負担金補助及び交付金の県日中親善協

議会負担金ですが、これは梅屋庄吉像制作、寄贈事業に係る負担金の３０万円を補正いたしてお

ります。２款総務費１項総務管理費６目企画費の旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料は、

アイランダー２０１１事業参加経費として６６万２,０００円を補正いたしております。これは、

東京池袋のサンシャインシティーにおいて平成２３年１１月２６日から２７日の２日間開催され
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ます離島地域の活性化を図る目的で全国離島が一体となって都市居住者等へ島をＰＲし、交流人

口の増加、ＵＩＪターンの促進を図るものでございます。次に、１８ページ、１９ページをお開

き願います。また、１９節の負担金補助及び交付金のコミュニティー助成事業で交付決定を受け、

イベント用備品２団体と自主防災用備品購入、１公民館、自主防災組織の経費として６００万円

を補正いたしております。この事業の財源は、財団法人自治総合センターより１０分の１０の助

成を受けております。次に、７目の情報管理費の使用料及び賃借料は、フリースポット通信料

４２万３,０００円と工事請負費に公共施設１３カ所フリースポット設置工事費として、これを

補正いたしております。これは、無線ＬＡＮでインターネットのアクセスが無料で自由に利用で

きる場所を設置する事業でございます。また、１９節の負担金補助及び交付金では、電柱等移設

工事費負担金５００万円を１５節工事請負費へ組み替えをいたしております。次に、１２目災害

諸費の旅費、需用費、使用料及び賃借料は、東日本大震災に係る災害ボランティア第２陣、第

３陣派遣経費として２４３万５,０００円を増額補正いたしております。

次に、２０、２１ページをお開き願います。３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費、

負担金補助及び交付金、障害者共同生活介護施設ケアホーム整備事業に対する補助で仮称共同生

活介護センター壱岐、定員１０名ですけれども、もと壱岐警察署職員公舎を改修をいたしまして

運営を図るものでございます。今回、その整備事業補助金として６３５万７,０００円を補正を

いたしております。

次に、２２、２３ページをお開き願います。３款民生費１項社会福祉費の３目老人福祉費委託

料と工事請負費ですが、これは大谷公園ゲートボール場休憩所、石田多目的広場フェンス設置、

壱岐市納骨堂屋根改修工事に係る経費として今回補正をいたしております。２０節扶助費ですが、

これは老人日常生活用具給付事業、６５歳以上のひとり暮らしの方、寝たきりの方で、これは火

災警報機、自動消化器、電磁調理器に係る扶助で今回５０万円を増額補正いたしております。

繰出金ですが、当初計上しておりました特別養護老人ホーム建設事業が今年度においては建設

事業取りやめになったために、その財源といたしまして過疎対策事業債分４億円を減額補正をい

たしております。

次に、２４、２５ページをお開き願います。３款民生費２項児童福祉費１目児童福祉総務費の

賃金、旅費、需用費、役務費、備品購入費等につきましては、子育て支援対策臨時特例交付金

１０分の１０の補助金を活用いたしまして、子育て養成及び資質向上に研修会や子育て拠点の

「かざはや広場」へＡＥＤ設置等を行うもので、今回８３万４,０００円を増額補正いたしてお

ります。４目の保育所委託料は、柳田保育所の耐震診断、２次の分の業務の経費といたしまして

１７５万円を補正いたしております。

次に、２６、２７ページをお開き願います。４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費の
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共済費及び賃金、需用費、委託料、使用料及び賃借料の経費は、海岸漂着物地域対策推進事業

１０分の１０の事業で、地域グリーンニューディール基金事業を活用いたしまして海岸漂着物処

理、運搬、処分に係る経費４１２万２,０００円を補正いたしております。

次に、２８、２９ページをお開き願います。４款衛生費２項清掃費２目じんかい処理費、備品

購入費は勝本クリーン＆リサイクルセンターのじんかい収集車の故障によります購入で、今回

９００万円を補正いたしております。５目じんかい処理施設整備事業費１３節委託料は、郷ノ浦

環境管理センター及び勝本クリーン＆リサイクルセンターの解体工事に係る粉じん影響調査、ダ

イオキシン類ですが、それと財産処分承認申請書作成、解体工事発注仕様書作成業務に係る経費

として１,９６０万円を補正いたしております。

次に、３０、３１ページをお開き願います。５款農林水産業費１項農業費４目畜産業費の備品

購入費は、家畜診療所において妊娠中の妊娠鑑定用として必要な家畜用超音波画像診断装置３台

を購入する経費として今回補正をいたしております。その次に、１９節負担金補助及び交付金の

地域肉用牛緊急増頭対策事業は、壱岐牛の市場性の向上、繁殖牛飼育頭数の減少に歯どめをかけ

繁殖雌牛群の系統の均衡を図るため、新規に長崎県家畜導入事業の対象牛以外の導入に対し３年

間定額補助を行う経費といたしまして今回１,０４０万円を補正いたしております。また、壱岐

牛の取引先であります福島県畜産農家に対する原発被災地支援活動として、粗飼料、稲わら等の

搬送経費補助５０万円を補正いたしております。次に、５目農地費、旅費、需用費等につきまし

て、本年度より農地・水・農村環境保全向上活動支援事業の制度見直しにより推進費の増に伴う

経費といたしまして７０万円を追加いたしております。次に、１９節負担金補助及び交付金、農

地等環境保全向上活動支援については、本年度より事業の拡大により向上活動支援が交付対象と

なったことに伴い、事業取り組み集落の増により経費を１,５３６万３,０００円を補正いたして

おります。今回は、新規採択が３２地区、７０７ヘクタールの事業取り組みでございます。また、

中山間地域等直接支払については、本年度から制度拡充による離島平場が交付対象になったこと

に伴いまして、事業取り組み集落の増により５,６００万円を追加いたしております。今回は、

５３集落、６９１ヘクタールの事業の取り組みでございます。

５款農林水産業費２項林業費２目林業振興費委託料の薬剤樹幹注入作業は、森林整備加速化・

林業再生基金事業費補助金１０分の１０を活用し、委託するものでございます。今回、県の追加

内示を受けたことによって、松７４４本の追加することにより２１０万７,０００円を補正いた

しております。また、１３委託料は林地災害測量設計業務委託として３０万円の補正と１５節工

事請負費は林地災害防止工事１地区の経費を今回補正いたしております。次に、３２、３３ペー

ジをお開き願います。１９節負担金補助及び交付金、被災住居等林地災害土砂除去作業５地区に

対する経費として１００万円を補正いたしております。
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次に、３４、３５ページをお開き願います。６款商工費１項商工費４目観光費、報償費、旅費、

需用費の５８万９,０００円の補正は、壱岐市観光振興計画策定に係る経費を補正いたしており

ます。次に、４目観光費の負担金補助及び交付金は、元寇７３０年記念事業実行委員会の事業取

り下げに伴い、今回２６０万円の減額補正をいたしております。

７款土木費２項道路橋梁費２目道路橋梁維持費１１節需用費は、市道修繕料といたしまして

１,５００万円を増額補正いたしております。１４節使用料及び賃借料は、市道維持管理作業に

伴う機械借上料に要する経費として２６７万５,０００円を補正いたしております。また、

１６節原材料費は、市道補修等に係る経費といたしまして５００万円を補正をいたしております。

次に、３６、３７ページをお開き願います。３目の道路橋梁新設改良費の１３委託料には、市道

白水線排水整備単独の測量設計業務の２５３万円の補正と１５節工事請負費は単独事業で市道崎

辺線道路改良鋪装外５路線の工事費を今回補正いたしております。また、１７節公有財産購入費

といたしまして、市道保佐川線、市道水ノ元加賀城線の用地費として１７０万円を補正をいたし

ております。

２２節補償補填及び賠償金は、市道水ノ元加賀城線のハウス移転補償と市道３路線の改良鋪装

単独の水道管布設がえ移転補償として１５０万円を補正いたしております。

起債事業につきましては、市道第２中谷線道路改良事業の完了により、工事費と物件移転、水

道管移転補償費等合わせまして今回４００万円の減額補正をいたしております。

１９節負担金補助及び交付金につきましては、県営道路整備事業、国、県道路改良４路線の負

担金で、今回１,５３５万円の補正をいたしております。次に、１目河川費の工事請負費は、普

通河川門野田川浚渫Ｌ＝１２０メーターと本宮東触地区青線改良Ｌ＝１２４メーターの単独分を

予定いたしております。次に、２目急傾斜地崩壊対策費の負担金補助及び交付金は、県営急傾斜

地崩壊対策事業３地区分の負担金で、今回９４４万円の補正をいたしております。

次、３８、３９ページをお開き願います。５項都市計画費４目の街路事業費ですが、負担金補

助及び交付金は県営街路事業新郷ノ浦港線の分で、負担金で今回２,２８０万円の補正をいたし

ております。

７項住宅費１目住宅管理費の需用費の修繕料は、芦辺町公営住宅１４団地１９３戸の火災警報

機設置に要する経費として２６３万５,０００円の補正をいたしております。

８款消防費１項消防費１目常備消防費の備品購入費は、初期消火活動及び応急救護普及・予防

活動資機材や幼年消防資機材、少年消防クラブ活動用資機材購入費に係る経費といたしまして補

正をいたしております。これは、コミュニティー助成事業を活用した事業であります。

次に、４０ページ、４１ページをお開き願います。２目非常備消防費１１節需用費は、消防団

員の減少を食いとめるため、消防団を広くアピールし、消防団員の募集を呼びかけるなどに係る
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経費で、今回６５万８,０００円を補正いたしております。これは消防団員確保対策推進事業費

補助金を活用した事業であります。

９款教育費２項小学校費１目学校管理費、その委託料の耐震工事設計は、瀬戸小学校、那賀小

学校校舎の耐震工事設計業務に要する経費といたしまして６００万円を補正いたしております。

２項小学校費２目教育振興費の１８節備品購入費は、沼津小学校の体育館どんちょう及び運動場

遊具の購入に係る経費といたしまして補正をいたしております。購入に対する財源は、教育振興

基金を充てております。

次に、４２、４３ページをお開き願います。９款教育費３項中学校費１目学校管理費１３節の

委託料は、郷ノ浦中学校校舎の耐震工事設計業務に要する経費といたしまして５００万円の補正

と、旧中学校６校分の跡地の除草伐採などに係る経費といたしまして９５万円を補正いたしてお

ります。１５節工事請負費は、芦辺中学校スクールバスの駐車場の整備５５０平米として補正を

いたしております。５項社会教育費４目公民館費の修繕料は、勝本地区公民館空調機修繕と壱岐

文化ホール非常用発電装置修繕と壱岐西部開発センター浄化槽改修に要する経費といたしまして

８２０万円を補正をいたしております。

次に、４４、４５ページをお開き願います。５項社会教育費６目文化財保護費の工事費は、ア

ホウベイ復旧工事費と花雲亭改修工事に要する経費といたしまして補正いたしております。これ

はまちづくり支援総合事業補助金２分の１を活用して整備を図ります。また、文化財調査事業に

係る賃金、需用費、役務費、使用料及び賃借料、原材料の経費につきましては、国宝重要文化財

等保存整備事業の内示額削減により２３９万８,０００円を減額補正いたしております。

６項保健体育費の体育施設管理費といたしまして、１１節需用費は大谷公園総合グラウンド放

送設備修繕とＢ＆Ｇ海洋センター体育館正面玄関の修繕に要する経費といたしまして１１５万円

を補正いたしております。

１８節の備品購入費は、自動体外式除細動器ＡＥＤ設置に係る経費といたしまして補正をいた

しております。また、国民体育大会準備費としての１３節委託料は、長崎国体ソフトボール競技

の会場となる大谷公園ソフトボール専用球技場及び芦辺ふれあい広場多目的グランドの施設改修

に係る測量設計業務に要する経費といたしまして２７０万円を補正いたしております。

次に、４６、４７ページをお開き願います。１０款災害復旧費１項農林水産施設災害復旧費

１目農地及び農業用施設災害復旧費の委託料及び工事請負費と負担金補助及び交付金の補正は、

６月１０日から１２日豪雨災害によります公共災害復旧工事６カ所、小規模災害復旧工事７カ所

と、農地及び農業用施設災害復旧事業１４カ所に係る経費を補正いたしております。２項の公共

土木施設災害復旧費１目公共土木施設災害復旧費の工事請負費の補正は、小規模災害復旧工事の

河川３カ所と道路７カ所に係る経費を補正いたしております。
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１１款公債費１目元金２３節償還金利子及び割引料は、地方債繰り上げ償還５億５,６６０万

円を補正いたしております。これは平成１６年度借り入れ分で、銀行等引受債１件分でございま

す。

給与費明細書は４８ページから５０ページでございます。

次の５１ページに地方債の見込みに関する調書をそれぞれに記載いたしております。地方債の

２３年度末現在高見込み額が２９０億９,７３１万７,０００円となります。なお、資料３の平成

２３年度９月補正予算（案）概要で詳細な概要並びに基金の状況見込み額について記載をいたし

ておりますので、主な内容のみ説明させていただきました。

以上で、平成２３年度壱岐市一般会計補正予算（第５号）について説明を終わります。御審議

のほど、よろしくお願いいたします。

〔財政課長（川原 裕喜君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 山口保健環境部長。

〔保健環境部長（山口 壽美君） 登壇〕

○保健環境部長（山口 壽美君） 議案第７０号平成２３年度壱岐市国民健康保険事業特別会計補

正予算（第２号）について御説明申し上げます。

平成２３年度壱岐市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

歳入歳出予算の補正。第１条、事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１,３９４万

３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億５,９５０万８,０００円

とする。

２項については記載のとおりでございます。本日提出でございます。

１０ページ、１１ページをお開きください。歳出の主なものといたしまして、２２年度精算に

よる返納金でございます。８款の１目特定健康診査等事業費１０４万４,０００円並びに１１款

の４目で療養給付費交付金返納金で１,２７２万５,０００円でございます。

財源といたしましては、８ページ、９ページをお開き願いたいと思います。財政調整基金から

４２６万９,０００円、前年度繰越金９６７万４,０００円を充てております。よろしくお願いし

ます。

続きまして、議案第７１号平成２３年度壱岐市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて御説明申し上げます。

平成２３年度壱岐市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。第１条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ

４０４万５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億６,７４６万円と
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する。

２項については記載のとおりでございます。本日提出でございます。

１０ページ、１１ページをお開きください。主な減額といたしましては、包括支援センターの

保健師が３月末で早期退職をいたしまして、先月の８月末まで欠員になっておりましたことによ

る減でございます。９月よりは、課内異動により補充をいたしております。

８ページ、９ページをお開きください。財源につきましては、一般会計の繰入金を減額して補

正をいたしております。

以上でございます。よろしく御審議のほどお願いします。

〔保健環境部長（山口 壽美君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 後藤建設部長。

〔建設部長（後藤 満雄君） 登壇〕

○建設部長（後藤 満雄君） 議案第７２号平成２３年度壱岐市簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号）について御説明を申し上げます。

平成２３年度壱岐市の簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２７１万４,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億２,７８８万５,０００円とする。

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。本日の提出でございます。

次に、２ページ、３ページをお開き願います。歳入歳出それぞれ左書きに歳入、それから右書

きに歳出額を記載をいたしております。

次に、８ページ、９ページをお開き願います。２、歳入、５款の繰越金でございます。１目繰

越金で２７１万４,０００円を前年度から繰り越しいたしております。

次に、１０ページ、１１ページをお開き願います。３の歳出、１款総務費でございます。１目

の一般管理費に４４万４,０００円を補正をお願いいたしております。その内訳といたしまして、

１９節の負担金補助に５万円、これは加圧ポンプ１台の購入予定でございます。それから、

２７の公課費に３９万４,０００円、これは消費税の確定に伴うものでございます。

それから、２目の施設管理費に２２７万円補正を予定いたしております。内訳といたしまして

工事請負費に１５０万円、これは住吉の水源地のポンプ１台の購入予定でございます。それから

備品購入費に７７万円予定をいたしておりますが、これは量水器の購入とパソコンの購入費でご

ざいます。

以上で、議案第７２号についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げま

す。
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〔建設部長（後藤 満雄君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 山内市民部長。

〔市民部長（山内 達君） 登壇〕

○市民部長（山内 達君） 議案第７３号平成２３年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計

補正予算（第１号）について御説明いたします。

平成２３年度壱岐市の特別養護老人ホーム事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ１１億１,２３９万

７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億６,５４３万１,０００円と

する。

第２項以下は記載のとおりでございます。本日の提出でございます。

次のページをお開き願います。２ページから３ページは歳入歳出予算補正でございます。

次のページをお開き願います。４ページでございますけれども、地方債補正で、施設建設の計

画の見直しのため、補正後、借り入れ限度額がゼロでございます。

次に、５ページから７ページでございますけれども、事項別明細書でございます。

次に、８ページをお願いいたします。歳入でございますけれども、老人福祉施設整備基金、そ

れから財政調整基金及び一般会計の繰入金、そして７款の介護サービス施設整備事業債について、

当初予算で所要の予算を計上いたしておりましたけれども、事業の見直しに伴い、それぞれ減額

をいたしております。

次に、歳出のほうの１０ページをお願いいたします。１款１項１５節の工事請負費でございま

すけれども、来年の４月時点の消防法に対処するため、パッケージ型自動消火設備設置に伴う予

算を計上いたしております。

次に、３款１項１目でございますけれども、役務費、委託料、工事請負費、それから備品購入

費等について計画の見直しに伴う減額予算を計上いたしております。

以上で、説明を終わります。

〔市民部長（山内 達君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） ここで暫時休憩いたします。再開を１３時といたします。

午前11時58分休憩

………………………………………………………………………………

午後１時00分再開

○議長（市山 繁君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案説明を続けます。堤総務部長。



- 36 -

〔総務部長（堤 賢治君） 登壇〕

○総務部長（堤 賢治君） 議案第７４号平成２３年度壱岐市三島航路事業特別会計補正予算

（第１号）について御説明を申し上げます。

予算書の１ページをお開きお願いいたします。平成２３年度壱岐市三島航路事業特別会計補正

予算（第１号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正でございます。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７万

５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２,３８１万５,０００円と

する。

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は「第１表歳入歳出予算補正」による。本日の提出でございます。

２ページ、３ページにつきましては、歳入歳出予算補正でございます。

５ページから７ページにつきましては、事項別明細書でございます。

８ページ、９ページをお開きをお願いいたします。歳入予算補正について御説明いたします。

歳入財源といたしましては、一般会計繰入金７万５,０００円を計上いたしております。

１０ページ、１１ページをお開きをお願いします。歳出予算補正について御説明いたします。

１款運航費１項運航管理費１目一般管理費でございますけれども、職員の４月人事異動によりま

して、給料、職員手当と共済費の減など、それから２目の業務管理費におきましてフェリー三島

船舶の中間検査の折に車両鋼板を支える油圧シリンダーの補強強化のため、その修理に予想以外

の日数を要しましたので、船車借り上げ料に予算不足を生じました。よって、追加計上させてい

ただいております。

１２ページと１３ページは、給与費明細書でございます。

以上で、議案第７４号につきましての説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろし

くお願いいたします。

〔総務部長（堤 賢治君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 桝崎農林水産部長。

〔農林水産部長（桝崎 文雄君） 登壇〕

○農林水産部長（桝崎 文雄君） 議案第７５号平成２３年度壱岐市農業機械銀行特別会計補正予

算（第１号）について御説明を申し上げます。

平成２３年度壱岐市の農業機械銀行特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ８５２万４,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億３,１５９万１,０００円とする。

２項につきましては記載のとおりでございます。本日の提出でございます。
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８ページ、９ページをお願いいたします。事項別明細書、２、歳入、３款繰入金２項基金繰入

金、減価償却基金の繰入金といたしまして４１万８,０００円を基金から繰り入れをいたしてお

ります。これは歳出で財源充当については説明を申し上げます。

４款の繰越金ですが、前年度の繰越金８１０万６,０００円を計上いたしております。

続きまして、１０ページ、１１ページをお願いいたします。歳出、１款総務費１項総務管理費

で一般管理費でございますが、１１節の需用費、燃料費、修繕料等の必要経費をそれぞれ計上い

たしております。

１８節備品購入費でございますが、先ほど歳入で御説明いたしました減価償却基金の繰入金

４１万８,０００円で機械器具の購入費として財源充当をいたしております。内訳といたしまし

ては、刈り払い機３台、それからアルミブリッジ、これは足場ですけれども１台を購入するよう

にいたしております。

次に、２款基金積立金１項基金積立金といたしまして減価償却基金の積立金として１０万

６,０００円を積み立てをするものでございます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

〔農林水産部長（桝崎 文雄君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 久田病院部長。

〔副市長兼病院部長（久田 賢一君） 登壇〕

○副市長兼病院部長（久田 賢一君） 議案第７６号平成２３年度壱岐市病院事業会計補正予算

（第１号）について説明いたします。

第１条、平成２３年度壱岐市病院事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第２条、平成２３年度壱岐市病院事業会計予算第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正

する。

今回、精神科病床が４月１５日をもって休床となったことに伴いまして、業務の予定量を入院

患者で１万１,８２５人減の３万９,４１５人へ、外来患者数で８３５人減の８万７,００５人へ

変更いたします。

（４）の主要な建設改良事業で施設整備事業費といたしまして、かたばる病院との統合を進め

る上で、休床となった精神科病床のうち４８床を療養型病床に改修するための設計業務費を

２９４万円計上いたしております。

第３条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。収入で医業

収益を１億６,２６６万８,０００円減額いたします。支出で医業費用を４,１２５万９,０００円

減額をいたしております。

次のページをお開き願います。第４条、予算第４条本文括弧書き中、「不足する額８,６２１万
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９,０００円を不足する額８,７６８万９,０００円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次

のとおり補正する。

収入で、出資金で病院の建設改良費について、一般会計が負担するための経費として建設改良

費の２分の１の額として１４７万円を計上いたしております。

第５条は、予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。職員給与費を３,６７６万

５,０００円減額いたしております。

次に、４ページをお開き願います。平成２３年度壱岐市病院事業壱岐市民病院会計補正予算

（第１号）実施計画書でございます。収益的収入の医業収益で、精神科病床の休床に伴いまして

入院収益、外来収益をそれぞれ減額いたしております。その他医業収益につきましては、精神科

救急医療補助金の減額でございます。

支出でございますが、医業費用のうち給与費につきまして、精神科医師臨時及び派遣看護師の

退職による分を減額いたしておりまして、非常勤医師の報酬を追加をいたしております。材料費

につきましては、給食材料費の減でございます。

経費でございますが、非常勤医師の旅費、交通費を追加をいたしております。

５ページの資本的収入及び支出でございますが、出資金は一般会計からの出資金でございます。

支出で施設整備事業費といたしまして精神科病棟改修設計業務委託料を２９４万円計上いたして

おります。

以上で説明を終わります。よろしくお願いします。

〔副市長兼病院部長（久田 賢一君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 川原財政課長。

〔財政課長（川原 裕喜君） 登壇〕

○財政課長（川原 裕喜君） 認定第１号平成２２年度壱岐市一般会計歳入歳出決算認定について。

平成２２年度壱岐市一般会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監

査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でございます。

平成２２年度各会計決算書の一般会計１ページをお開き願います。平成２２年度壱岐市一般会

計歳入歳出決算書、歳入合計２８８億２,７５８万７,１６０円、歳出合計２８０億６,４４７万

２,４３１円、歳入歳出差引残額７億６,３１１万４,７２９円。決算内容につきましては２ペー

ジ以降のとおりでございます。

１１６ページをお開き願います。実質収支に関する調書でございます。単位を千円にいたして

おります。

歳入歳出差引額７億６,３１１万５,０００円で、繰越明許費による翌年度へ繰越すべき財源が

３億７,９５６万２,０００円でございますので、これを差し引いた実質収支額は３億８,３５５万
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３,０００円となっております。

次に、財産に関する調書でございます。各会計決算書のつづり最後の財産に関する調書をお開

き願います。財産に関する調書は、平成２３年３月３１日付で決算を行っております。財産に関

する調書１ページから公有財産、５、６ページに物品、７ページに債権、基金について記載をい

たし、それぞれ２２年度中の増減を記載いたしております。

７ページをお開き願います。４、基金、一般会計決算年度末現在高は５７億６,３９２万

６,０００円であります。

定額運用基金の運用状況は、８ページに記載をいたしております。

土地開発基金においては、基金会計での土地について一定整理をいたし、行政財産等になって

いる分について基金から買い受けをいたしております。また、基金の額について６,５９６万

４,１６５円を減額をし、減額分を一般会計に繰り入れをいたしております。

平成２２年度一般会計決算は、国において平成２１年度の１次補正予算で地域活性化・経済危

機対策臨時交付金及び地域活性化・公共投資臨時交付金、同年度の２次補正予算でも地域活性

化・きめ細かな臨時交付金の財政措置がなされ、本市においてもそれぞれの交付金を受けており、

２２年度におきましてはその交付金事業の繰越し分に係る分と国の２２年度補正予算ではきめ細

かな交付金と住民生活に光をそそぐ交付金を追加し、事業に取り組んできたところでございます。

その中でも、主なものとしましては、合併特例事業であります廃棄物処理施設や地域情報通信

基盤整備事業、情報ネットワーク施設ですが、学校給食施設整備事業等の大型事業を進めてきた

ところでございます。数年後の公債費の軽減を図るため、繰上償還６億２５８万３,０００円も

実施をいたしております。また、市民が安全で安心して暮らせる経費、市の振興施策などの行政

費用としてそれぞれ支出をしてきたところでございます。

平成２２年度の決算内容及び主要な施策の成果等につきましては別紙資料４の報告のとおりで

ございます。

以上で、平成２２年度一般会計歳入歳出決算認定について説明を終わります。御審議の上、認

定を賜りますようよろしくお願いいたします。

〔財政課長（川原 裕喜君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 山口保健環境部長。

〔保健環境部長（山口 壽美君） 登壇〕

○保健環境部長（山口 壽美君） 認定第２号平成２２年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算認定について御説明いたします。

平成２２年度壱岐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法２３３条第３項の

規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付する。本日提出でございます。
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１ページをお願いします。国民健康保険事業勘定、歳入合計４５億１,８９５万９,９６４円、

歳出合計４５億９２８万４,８３０円、歳入歳出差引残額９６７万５,１３４円。直営診療施設勘

定、歳入合計１億４,０６５万５,５１７円、歳出合計１億４,０３２万６,７３５円、歳入歳出差

引残額３２万８,７８２円となっております。

１０ページ、１１ページをお開きください。歳入歳出決算事項別明細書でございます。歳入に

ついて、１款１項における国民健康保険税の決算の状況は、掲載のとおりであり、国保税の収納

率は、現年度分については医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護給付金分を合わせて

９４.４％になっております。前年度は９４.１３％であり、比較すると０.２７％のプラスとな

っております。滞納繰越分については、現年度９.８６％、前年度が９.４８％であり、

０.３８％のプラスになっております。滞納の累積額は３億４,２７７万４,６９９円です。

なお、４３件、８２１万３,２２１円の不納欠損処分を行っております。

歳出についてでございますが、２２ページ、２３ページをお開き願います。２款１項の１目か

ら４目までの療養給付費、療養費、２項の高額療養費の支出済額の合計は、２９億９,４４６万

８,００５円であります。昨年度より１億１,９１０万円増額になっております。

２４ページ、２５ページをお開きください。４項の出産育児諸費につきましては、６１件でご

ざいます。葬祭諸費につきましては、６２件の給付件数となっております。

３２ページをお開き願います。実質収支に関する調書は掲載のとおりでございます。

３４ページから３９ページは、直営診療所施設勘定歳入歳出決算事項明細書でございます。平

成１９年度から、開設者は壱岐市長で、管理者が医師となる公設民営で運営しております。勝本、

湯ノ本診療所に係る経費でございます。

以上で、認定２号につきまして御説明を終わらせていただきます。

続きまして、認定第３号平成２２年度壱岐市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について御説

明申し上げます。

平成２２年度壱岐市老人保健特別会計歳入歳出決算を、地方自治法２３３条第３項の規定によ

り、監査委員の意見を付して議会の認定に付する。本日提出でございます。

１ページをお開きください。歳入合計４８万２,６４５円、歳出合計７円となっております。

これにつきましては、報告手数料が７円請求があっております。歳入歳出差引残額が４８万

２,６３８円となっております。この老人保健特別会計につきましては、平成２０年４月から後

期高齢者医療制度が開始されましたので、過年度精算分を計上いたしております。２３年度から

は３年間の設置義務がなくなりましたので、この会計を廃止いたしております。今後は一般会計

で対応いたしております。

以上で、認定３号について説明を終わらせていただきます。
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続きまして、認定第４号平成２２年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて御説明いたします。

平成２２年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第

３項の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付する。本日提出でございます。

１ページをお開きください。歳入合計２億８,５４１万１,９２６円、歳出合計２億８,３７８万

１７６円、歳入歳出差引残額１６３万１,７５０円となっております。

６ページ、７ページをお開き願います。歳入歳出決算事項別明細書でございます。歳入につい

て、１款１項における後期高齢者医療保険料の決算の状況は、記載のとおりであります。保険料

の収納率は、現年度分については特別徴収、普通徴収合わせて９９.１１％になっております。

前年度は９９.０５％であり、比較すると０.０６％プラスになっております。滞納繰越分につい

ては３４.４％の収納率になっております。

滞納の累積額は２７６万６,３００円です。失礼しました。１４２万１,９００円です。ちょっ

と後ほどまた資料で説明します。済みません。

１０ページ、１１ページをお願いします。歳出でございますが、２款広域連合納付金２億

７,５３３万２,２０７円の内訳につきましては、保険料分１億５,１５０万５,３００円、保険基

盤安定分１億１,１７４万８,６０９円、共通経費負担分１,２０７万８,２９８円となっておりま

す。

以上で、認定４号につきまして説明を終わらせていただきます。

続きまして、認定第５号平成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

御説明いたします。

平成２２年度壱岐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規

定により、監査委員の意見を付して議会の認定に付する。本日提出でございます。

１ページをお願いします。介護保険事業勘定でございますが、歳入合計２８億６,２８５万

４,０７６円、歳出合計２８億６,１３７万４,６２０円、歳入歳出差引残額１４７万９,４５６円

でございます。

続きまして、介護サービス事業勘定でございますが、歳入合計２,４８５万８,６１８円、歳出

合計２,４８５万８,６１８円の同額でございます。

１０ページ、１１ページをお開き願います。歳入歳出決算事項別明細書でございます。歳入に

ついて、１款１項における介護保険料の決算の状況は、記載のとおりであり、保険料の徴収率は、

現年度分については特別徴収、普通徴収合わせて９９.１０％になっております。前年度は

９９.０２％であり、比較すると０.０８％プラスになっております。滞納繰越分については、

５.８％の収納率になっております。滞納の累積額は２,０２７万９,８２０円です。
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１６ページ、１７ページをお願いします。歳出ですが、２款介護給付費の支出済額は２７億

１,５９２万７,５３１円であり、昨年度より１億２,０８０万円増となっております。

２４ページをお願いします。この介護サービス事業勘定の決算は、地域包括支援センターの設

置による居宅支援サービス計画書作成に係るものでございます。

２６ページ、２７ページをお願いします。歳出は、１款、２款ともそれに伴う嘱託及び派遣職

員の人件費となっております。

以上で、認定第５号の説明を終わらせていただきます。以上、よろしくお願いします。

〔保健環境部長（山口 壽美君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 後藤建設部長。

〔建設部長（後藤 満雄君） 登壇〕

○建設部長（後藤 満雄君） 認定第６号平成２２年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について御説明を申し上げます。

平成２２年度壱岐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規

定により監査委員の意見を付して議会の認定に付すものであります。本日の提出でございます。

１ページをお開き願います。歳入歳出決算書であります。歳入合計９億３,８９２万１,１４５円、

歳出合計９億３,５４５万４,４０６円、歳入歳出差引残額としまして３４６万６,７３９円であ

ります。

次に、２ページ、３ページをお開き願います。歳入の部でございますが、予算現額が９億

４,２５８万円に対し収入済額としまして９億３,８９２万１,１４５円となっております。

次に、４、５ページをお開きを願います。歳出を掲載いたしております。予算現額９億

４,２５８万円に対しまして支出済額９億３,５４５万４,４０６円。翌年度へ繰越額が１２１万

８,０００円あります。これは、６月の議会でも御報告申し上げました水道管敷設に伴いますも

のでございます。

次に、６ページ、７ページをお開きを願います。事項別明細書の歳入の部分でございます。こ

こで、２款の使用料及び手数料についてでございますが、簡易水道の使用料といたしまして調定

額が４億５,１７０万５,５７０円に対しまして、収入済額が４億１,６６４万３,０１６円で、そ

の内訳といたしまして現年度分が４億１,６２４万１,５７０円、収入済額が４億１,２６８万

１,８９０円。滞納繰越分としまして３,５４６万４,０００円の調定額に対しまして、収入済額

が３９６万１,１２６円となっております。収納率でいたしますと、現年度分が９９.１４％であ

りまして昨年度より０.１２％のアップでございます。また、滞納分につきましては、１１.１７％

でありまして昨年度より１.７％アップとなっております。

次に、１０ページ、１１ページをお開きを願います。歳出の事項別の明細書でございます。そ
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れぞれ１款から４款まで掲載をいたしております。

次に、最後の１４ページをお開きを願います。実質収支に関する調書でございます。歳入総額

が９億３,８９２万１,０００円、歳出総額が９億３,５４５万４,０００円、差引額が３４６万

７,０００円、翌年度へ繰越す額が５万８,０００円、実質の収支額が３４０万９,０００円とな

っております。

以上で、認定第６号の説明を終わらせていただきます。

次に、認定第７号平成２２年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について御説明を

申し上げます。

平成２２年度壱岐市下水道事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規定

により監査委員の意見を付して議会の認定に付するものであります。本日の提出でございます。

１ページをお開きを願います。歳入歳出決算書でございます。歳入合計４億５,０５３万

９,６０６円、歳出合計４億５,０４７万７,０８６円、歳入歳出差引残額としまして６万

２,５２０円となっております。

２ページ、３ページをお開きを願います。歳入を掲載いたしております。予算現額が４億

５,５２１万８,０００円に対し、収入済額が４億５,０５３万９,６０６円となっております。

次に、４ページ、５ページをお開きを願います。歳出を掲載いたしております。予算現額が

４億５,５２１万８,０００円に対しまして、支出済額が４億５,０４７万７,０８６円となってお

ります。

次に、６ページ、７ページをお開きを願います。決算の事項別明細書の歳入の部でございます

が、２款の使用料及び手数料で、下水道使用料といたしまして調定額が４,０６１万７,２８０円、

収入済額が３,８４８万６,２３０円となっており、そのうち現年度といたしまして調定額

３,８６４万４,５８０円、収入済額が３,８４０万５０円となっております。また、滞納繰越分

といたしまして調定額が１９７万２,７００円、収入済額が８万６,１８０円となっております。

収納率といたしまして、現年度分が９９.４％で前年度比０.３％のアップでございます。また、

滞納分につきましては４.４％でありまして前年度比１.３％のアップとなっております。

次に、１０ページ、１１ページをお開きを願います。事項別明細書の歳出の部でございます。

１款から掲載をいたしております４億５,０４７万７,０８６円の内訳を掲載をいたしております。

最後１６ページをお開きを願います。実質収支に関する調書でございます。歳入総額４億

５,０５４万円、歳出総額４億５,０４７万７,０００円、歳入歳出の差引額といたしまして６万

３,０００円、実質の収支額といたしまして６万３,０００円となっております。

以上で、認定７号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

〔建設部長（後藤 満雄君） 降壇〕
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○議長（市山 繁君） 山内市民部長。

〔市民部長（山内 達君） 登壇〕

○市民部長（山内 達君） 認定第８号平成２２年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計歳

入歳出決算認定について。

平成２２年度壱岐市特別養護老人ホーム事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条

第３項の規定により監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出

でございます。

１ページをお開き願います。歳入の合計でございますが、５億３,６４９万９,２９９円でござ

います。歳出の合計は、４億４,３６９万７,８８１円でございます。差引残額ですが９,２８０万

１,４１８円で、２３年度への繰越金でございます。

それでは、次に６ページをお開き願います。歳入の主なものでございますけれども、１款介護

サービス収入の１目介護サービス費の３億７,５５０万９,７５５円でございますが、これは入所

者約１００名の介護サービス、短期介護サービスそれからデイ・サービスセンターの介護サービ

スに係る長崎県国民健康保険団体連合会からの収入でございます。

次に、利用者負担金収入の６,４４０万２,５９１円でございますが、各サービスの利用者の負

担金でございます。

次に、施設利用者負担金の未収額合計、右に書いておりますけれども、３９万２,４６２円に

つきましては、既に全額入金済みとなっております。

次に、４款の繰入金３,５２８万９,０００円は、特養ホーム建設に伴う財源として老人福祉施

設整備基金を取り崩し繰り入れたものでございます。

次に、５款の繰越金５,８９３万６,４６６円は２１年度分でございます。

それでは、次に１０ページをお開き願います。歳出の主なものでございますけれども、１款介

護サービス事業費で７５７万２,１７０円の不用額が生じておりますけれども、１目の事務費

１１節需用費１０６万９,１５６円につきましては、介護員の被服の購入、印刷費、コピー代の

経費節減等の執行残でございます。それから、２目の介護費の１１節需用費で１５７万４,８４６円

の不用額が生じておりますけれども、これについても同様で、光熱費とか修繕料それから食材購

入費等の経費の執行残でございます。それから、１３節の委託料２７万７,７８０円でございま

すが、これは施設清掃費の入札執行残でございます。次に、一番下段の３項通所介護サービス事

業費で１８５万９,０８６円の不用額が生じておりますが、次のページの７節臨時雇い賃金それ

から１１節の需用費の光熱費、修繕料、被服費等の執行残でございます。

次に、３款施設整備費の１５５万９５０円でございますけれども、施設建設に伴う地質調査、

測量業務、土木設計業務それから建築設計業務委託料の変更契約後の繰越明許費の執行残でござ
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います。

それから、次に１６ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございまして、

２２年度の収入から支出を引いた差し引きの金額は９,２８０万１,０００円でございますが、建

築確認手数料及び設計業務委託料を繰越明許費として２,０６４万８,０００円を計上しましたの

で、２２年度の実質な収支は７,２１５万３,０００円となっております。

以上で説明を終わります。

〔市民部長（山内 達君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 堤総務部長。

〔総務部長（堤 賢治君） 登壇〕

○総務部長（堤 賢治君） 認定第９号平成２２年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算

認定について。

平成２２年度壱岐市三島航路事業特別会計歳入歳出決算を、地方自治法第２３３条第３項の規

定により監査委員の意見を付して議会の認定に付すものでございます。本日の提出でございます。

決算書の１ページをお開きをお願いいたします。歳入合計でございますけれども、１億

１,９５９万５,５５１円。歳出合計は、歳入と同額でございます。歳入歳出差引残額ゼロ円でご

ざいます。

２ページ、３ページをお開きをお願いいたします。歳入でございますけれども、予算現額は

１億２,１２５万８,０００円、収入済額は１億１,９５９万５,５５１円でございます。

４ページ、５ページをお願いいたします。歳出でございますが、予算現額は１億２,１２５万

８,０００円、支出済額でございますけれども１億１,９５９万５,５５１円でございます。

次に、６ページ、７ページをお願いいたします。歳入歳出決算の事項別明細でございますけれ

ども、１款の使用料及び手数料でございますが、収入済額が２,９７５万７,１６９円となります。

乗船者数などでございますけれども、平成２２年度は乗客が７万６０５人でございます。また、

車両が１,９１４台でございます。前年度、平成２１年度に対しまして、人が４,５４５人の増加、

車両も７１１台の増加でございます。これは、地域情報通信基盤整備事業、すなわち光ケーブル

の布設、それから個別のＦＭ告知機の設置、それから原島学校給食調理場整備事業の工事関係者

等の利用によるものが増加の主な理由でございます。

歳出につきましては、８ページから１１ページに記載をいたしております。

１２ページをお開きをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。歳入歳出いず

れも１億１,９５９万６,０００円となっておりまして、歳入歳出差引額はゼロ円となります。

以上で、認定第９号につきまして説明を終わらせていただきます。御審議の上、認定をいただ

きますよう、よろしくお願いいたします。



- 46 -

〔総務部長（堤 賢治君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 桝崎農林水産部長。

〔農林水産部長（桝崎 文雄君） 登壇〕

○農林水産部長（桝崎 文雄君） 続きまして、認定第１０号平成２２年度壱岐市農業機械銀行特

別会計歳入歳出決算認定について御説明を申し上げます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見を付して議会の認定をお願いする

ものでございます。本日の提出でございます。

決算書の１ページをお願いいたします。歳入合計１億２,６１１万５,７２２円、歳出合計１億

１,８００万７,８１１円、歳入歳出差引残額８１０万７,９１１円となっております。

次に、６ページ、７ページをお願いいたします。事項別明細書でございます。歳入で１款使用

料及び手数料でございます。収入未済額が６２万９,８８５円となっております。この内訳とい

たしまして、過年度分が１件、１７万１,５８５円、１名でございます。それから、現年度分が

４５万８,３００円で１２名でございますが、８月末現在で現年度分が１５万７,８４０円の３名

となっており、過年度分と合わせて３２万９,４２５円となっております。２名につきましては、

今、分納で納付をしていただいております。あと２名につきましては、非常に、面談をしてお話

しておりますけども、大変厳しい状況でございますが、引き続いて納付をしていただくように指

導をしていきたいと思っております。

歳出につきましては、１０ページ、１１ページに記載をしております。記載のとおりでござい

ます。

以上で、認定第１０号の説明を終わります。御審議のほどをよろしくお願いいたします。

〔農林水産部長（桝崎 文雄君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） 後藤建設部長。

〔建設部長（後藤 満雄君） 登壇〕

○建設部長（後藤 満雄君） 認定第１１号平成２２年度壱岐市水道事業会計決算認定について御

説明を申し上げます。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２２年度壱岐市水道事業会計決算を別紙監

査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。本日の提出でございます。

２ページ、３ページをお開きを願います。決算報告書でございます。まず、１番目に収益的収

入及び支出の収入の上のほうの表でございます。第１款の水道事業収益としまして、予算額が

１億６,０６９万５,０００円、決算額が１億６,３４３万８,０４５円となっておりまして、前年

度より８１万３,０００円の増額でございます。これは、給水収入の増加のためでございます。

下表の支出の部でございます。第１款の水道事業費用でございますが、予算額が１億４,９０３万
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８,０００円に対し、決算額１億３,０８９万５,１５２円となっております。前年度より４万

２,０００円の増加でございます。

不用額といたしまして１,８１４万２,８４８円でありますが、主たるものといたしましては、

ポンプ場の光熱水費及び修理費あるいは路面復旧等の減額のためのものでございます。

４ページ、５ページをお開きを願います。資本的収入及び支出の収入の上段の上表の収入の部

でございますが、第１款資本的収入、予算額４２７万円に対しまして、決算額３３３万５,４２２円

となっております。減額分の９３万４,５７８円につきましては、敷設がえ工事の減少のための

ものでございます。

下表の支出の部でございます。第１款の資本的支出でございます。予算額が１億４,０１９万

３,０００円で、決算額が５,０５９万４,７２５円、翌年度繰越額が４,５８５万５,９５０円、

不用額が４,３７４万２,３２５円となっております。この繰越額は、６月の議会でも御報告を申

し上げました亀川中継ポンプ場に関係します土木建築工事あるいは機械設備工事、電気計装工事

それから設計業務の委託の合計４件分でございます。

また、不用額につきましては、同じく亀川中継ポンプ場の関係の執行残でございます。

続きまして、６ページをお開きを願います。損益計算書でございます。営業収益が１億

５,３４６万４,３３９円、営業費用が１億１,６５０万１,２４１円、営業利益としまして

３,６９６万３,０９８円。営業外収益としまして２３５万５,７８５円、営業外費用といたしま

して８１８万７,６２３円、計上利益といたしまして３,１１３万１,２６０円となっております。

また、特別損失といたしまして過年度分の勘定修正損の３８万９,８６０円あります。この内訳

といたしまして、不納欠損が３４万１８０円それから漏水のための減額の分が４万９,６８０円

で合計３８万９,８６０円あります。それで、当年度純利益といたしまして３,０７４万

１,４００円、前年度の繰越利益の剰余金といたしまして１３７万６,０６３円、当年度末の未処

理利益剰余金といたしまして合計の３,２１１万７,４６３円となっております。

７ページにつきましては、剰余金の利益の部それから資本剰余金の分を掲載をいたしておりま

す。

次に、８ページをお開きを願います。剰余金処分の計算書でございます。先ほどの未処理利益

剰余金３,２１１万７,４６３円でありまして、減債積立金にうち３,１００万円、翌年度に繰越

額といたしまして１１１万７,４６３円といたしております。

次に、１０ページ、１１ページをお開きを願います。貸借対照表の１０ページには資産の部、

それから１１ページには負債の部を掲載をいたしております。

１２ページにつきましては事業報告書を掲載、１２ページから１４ページにかけましては事業

報告書を掲載いたしております。
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１５ページをお開きを願います。水道事業の収益費用明細書でございます。まず、給水の収益

は、合計、水道利用料といたしまして１億５,０８９万５,３５８円であります。収納率といたし

まして、本年度分は９６.９１％で前年度より１.７４％上昇いたしております。また、滞納分に

つきましては１１.７４％で前年度より０.０１％上昇をいたしておる状況でございます。

１８ページをお開き願います。資本的収支明細書を掲載をいたしております。

次に、２０ページをお開きを願います。企業債明細書を掲載をいたしております。未償還残高

といたしまして合計２億２,３８５万３８２円となっております。

以上で、認定第１１号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

〔建設部長（後藤 満雄君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） ここで暫時休憩いたします。再開を１４時５分といたします。

午後１時55分休憩

………………………………………………………………………………

午後２時05分再開

○議長（市山 繁君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案説明を続けます。久田病院部長。

〔副市長兼病院部長（久田 賢一君） 登壇〕

○副市長兼病院部長（久田 賢一君） 認定第１２号平成２２年度壱岐市病院事業会計決算認定に

ついて説明いたします。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２２年度壱岐市病院事業会計決算を別紙監

査委員の意見をつけて議会の認定に付します。

次に、２ページをお開きを願います。平成２２年度壱岐市民病院事業会計決算報告書でござい

ます。収益的収入は決算額２３億２,４５０万６,０１５円で、予算額に比べ８,５３２万

９,９８５円の減となっております。減の原因といたしましては、入院収益について当初目標に

していた病床利用率に達成できなかったためであります。

次に、支出でございますが、決算額２５億２,４４０万３,７３８円で、不用額が７,３２０万

３,２６２円となっております。不用額の主なものは、給与費、材料費、経費等でございます。

次のページをお開き願います。資本的収入及び支出で、収入で、決算額１億２,０７８万

３,０００円、予算額に比べ４９０万１,０００円の減となっております。これは、医療機械購入

の入札による借入額の減によるものでございます。

支出でございますが、決算額１億８,９２１万９,７１０円で、不用額が６２１万９,２９０円

となっております。これは、建設改良費の医療機械購入の入札による執行残であります。

次のページをお開き願います。６ページ、７ページは、固定資産の明細書でございます。年度
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末の償却未済高３１億４,１７０万９５３円となっております。

次に、１９ページをお開き願います。平成２２年度損益計算書でございます。下から３行目で

ございますが、当年度の純損失として１億９,９８９万７,７２３円を計上いたしております。こ

れに前年度繰越欠損金１８億５７９万５,８５２円を加えまして、当年度未処理欠損金が２０億

５６９万３,５７５円となっております。

次のページをお開き願います。平成２２年度貸借対照表でございます。中段の流動資産中の未

収金でございますが、３億２,００４万９,３３４円ございます。これは、２、３月分の診療報酬

費と個人の未収金等でございます。

次に、４２ページをお開き願います。平成２２年度かたばる病院事業会計決算報告書でござい

ます。収益的収入及び支出、収入で決算額４億３３２万７,２３２円、予算額に比べ１,４０５万

６,２３２円の増となっております。これは、入院患者、外来患者の増加によるものでございま

す。

支出でございますが、決算額３億６,８２５万５,２８９円、不用額で２,１０１万５,７１１円

となっております。これは、非常勤医師の未採用によるもの、それから職員の異動・退職による

ものでございます。

次のページをお開き願います。資本的収入及び支出につきましては、決算はございません。

次に、５７ページをお開き願います。平成２２年度の損益計算書でございます。下から３行目

でございますが、当年度純利益が３,５０７万１,９４３円。これに前年度繰越利益剰余金

７,１４２万３,１５９円を加えまして、当年度未処分利益剰余金が１億６４９万５,１０２円と

なっております。

次のページをお開き願います。平成２２年度貸借対照表でございますが、流動資産中の未収金

でございますが４,３２４万９,５６２円ございます。これも、２、３月分の診療報酬費と個人の

未収金等でございます。

次に、６１ページをお開きを願います。平成２２年度壱岐市かたばる病院事業会計剰余金処分

計算書でございます。２の（２）利益積立金を当年度純利益の５％相当額の積み立てをいたして

おります。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

〔副市長兼病院部長（久田 賢一君） 降壇〕

○議長（市山 繁君） これで市長提出議案に対する説明が終わりましたので、監査委員より財

政健全化判断比率及び資金不足比率審査と決算審査の報告を求めます。山本代表監査委員。

〔代表監査委員（山本 善勝君） 登壇〕

○代表監査委員（山本 善勝君） 監査委員の山本でございます。
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平成２２年度壱岐市財政健全化判断比率及び資金不足比率審査の結果について御報告いたしま

す。

審査意見書の１ページをお開き願います。市長から審査に付されました平成２２年度壱岐市財

政健全化判断比率及び資金不足比率につきまして、関係職員の説明を受け、平成２３年８月３日

から８月１１日まで審査をいたしました。

審査の結果、算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも正確に作成されているものと

認められました。各比率につきましては、下記記載のとおりであります。

審査意見として、財政健全化判断比率の実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、

将来負担比率のいずれにおいても早期健全化基準を下回った数値であります。また、壱岐市が該

当する５つのすべての会計で資金不足はなく、平成２２年度における本市の財政状況は良好であ

ると判断することができます。しかし、デフレ経済が進行する中、市税の伸びは見込めず実財源

が乏しい状況にあります。さらに、普通交付税は算定がえにより平成２６年度以降段階的に縮減

され、平成３１年度からは本来の壱岐市一本化算定により減額となり、財政状況は厳しくなるこ

とが予測されます。

以上で、報告第６号に係る審査結果の報告を終わります。

続きまして、平成２２年度壱岐市各会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査の結果について報

告いたします。

審査意見書の１ページをお開き願います。審査は、市長から審査に付されました平成２２年度

の１０会計と財産に関する調書及び基金運用状況調書について、平成２３年７月６日から平成

２３年７月２６日まで関係職員から説明を受け審査をいたしました。

審査の結果、決算の関係書類は法令に準拠して調製されており、決算計数は関係諸帳簿及び証

拠書類と照合した結果、正確に処理されているものと認められました。

２ページから５４ページまでは、各会計の決算状況と財産に関する調書及び基金の運用状況を

掲載しておりますので、後もってご覧願います。

５５ページをお開き願います。審査意見、最初に財政状況について、１、財政力指数について

は本年度０.２３９で前年度より０.０１１ポイント低下しています。ほかの類似団体の数値は

０.４５０であり、財政力の充実を図るために市税等の徴収率の向上や収支改善になお一層の努

力が必要であると思われます。２、経常収支比率について、本年度８０.１％で前年度より

５.４ポイント低下し改善していますが、これは人件費の圧縮と普通交付税の伸びによるもので

あると思われます。３、実質公債費比率について、実質公債費比率は１１.２％で早期健全化基

準２５.０％を下回っているが、自主財源の伸びが期待できない現状では将来財政運営が厳しく

なることが考えられます。４、将来負担比率について、本市の比率は４０.２％であり、早期健
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全化基準３５０.０％下回っている現状であります。

５７ページをお開き願います。次に、未収金についてでありますが、市税のほか各種使用料な

ど合計すると、未収総額は７億６,６５０万９,０００円、前年度より４１１万１,０００円増と

多額となっています。徴収については滞納圧縮に努力されていますが、高額滞納者が増え収入未

済額は増加の一途をたどっています。そこで、未納者徴収マニュアルにのっとり、また作成され

ていない部署はマニュアルを作成して、さらに未収金の圧縮を図られたい。

３、事務処理の適正な執行について、１、収入の調定伝票の速やかな起票処理を行うこと。２、

支出伝票処理について支払い時期を逸しないように早く伝票の記載処理をされたい。３、市の認

定による各種手当などの支出については、チェック体制の確立強化を万全にされたい。４、事務

文書処理について漏れがないようにチェック機能の確立を図られたい。５、諸帳簿の原本となる

書類を訂正するときは修正液の使用をしないこと。特に、以上５点について指摘をします。

以上申し上げましたが、今後も壱岐市発展のために御精励されることをお願い申し上げ、平成

２２年度一般会計及び特別会計の決算審査の結果報告を終わります。

続きまして、平成２２年度壱岐市公営企業会計決算審査意見書について報告させていただきま

す。

決算審査意見書の１ページをお開き願います。最初に、平成２２年度壱岐市水道事業会計決算

審査の結果について御報告いたします。

審査は、平成２３年６月２１日、関係職員により書類の説明を受け実施いたしました。

審査の結果、審査に付された財務諸表は法令及び会計の原則に従って適正に処理されているも

のと認めます。

次に、経営の状況についてでありますが、平成２２年度壱岐市水道事業の経営状況は、水道事

業会計決算書及び決算附属書類のとおりであり、当年度純利益は３,０７４万１,０００円で前年

度実績に比べ４２２万８,０００円の増益であります。

３ページをお開き願います。審査意見といたしまして、当年度の有収率は６７.４５％で前年

度より０.８９ポイント上昇していますが、平成１７年度から見ると５.９５ポイントも大幅に低

下しています。今後とも引き続き漏水調査を行い、漏水防止対策を講じて有収率の向上に努めら

れたい。

４ページをお開き願います。留意点でございます。１、水道使用料の未収金については

１,２０７件、４,５５６万２,０００円であり、前年度対比件数は８５件の減少で金額も９０万

１,０００円減少しています。これは、未収金に対する徴収取り組みの努力が数字に表れている

ものと思われます。未収金の徴収対策は講じられていますが、高額滞納者への対応が依然として

不十分と言わざるを得ません。未収金防止マニュアル及び滞納料金徴収マニュアルについて要綱
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などを整備して、未納の解消に努められることを望みます。

続きまして、１１ページをお開き願います。平成２２年度壱岐市病院事業会計決算審査の結果

について御報告いたします。

審査は、平成２３年６月２２日と平成２３年６月２４日の２日間、関係職員により書類の説明

を受け実施いたしました。

審査の結果、最初に壱岐市民病院事業会計について、審査に付された財務諸表は、法令及び会

計の原則に従って適正に処理されているものと認めます。

経営の状況について、平成２２年度の壱岐市民病院事業の経営は、決算書及び決算附属書類の

とおりであり、１億９,９８９万８,０００円の当年度純損失を生じております。

１４ページをお開き願います。次に、かたばる病院事業会計についてでありますが、審査の結

果、審査に付された財務諸表は、会計の原則に従って適正に処理されているものと認めます。

経営の状況については、決算書及び決算附属書類のとおり事業収益は４億３３２万７,０００円

に対して事業費用３億６,８２５万５,０００円であり、３,５０７万２,０００円の当年度純利益

を生じております。

１５ページをご覧ください。審査意見といたしまして、壱岐市民病院事業は、医師不足、看護

師不足で大変御苦労されています。医業収益は、１９億７,４７０万９,０００円で前年度対比

１,９２１万７,０００円の減収となりましたが、その反面、医業費用は、２３億８,７５０万

８,０００円で前年度対比１,８５５万８,０００円の経費増加となり、医業収支としては４億

１,２７９万９,０００円の赤字となっております。これは、前年度より３,７７７万５,０００円

赤字額の増加であります。

壱岐市民病院は、壱岐島内の中核病院として市民の健康を守る重要な存在であるだけに、今後

の方向性について早急に結論を出し、病院経営の安定化を目指すことを期待するものであります。

次に、かたばる病院事業では、１６ページをお開き願います。当年度の医業収益は、２億

９,３８６万７,０００円で対前年度比１４万５,０００円の減収となり、医業費用は、３億

６,２４８万６,０００円で対前年度比９１９万９,０００円の経費減少となりましたが、医業収

支では６,８６１万９,０００円の赤字であります。

留意事項といたしまして、１、業務委託契約について、業務委託随意契約は、できるだけ安く

契約できるような方向で契約の改善を進めていくよう一層経費の削減に努められたい。未収金に

ついて、壱岐市民病院における個人未収金の残高は３,３７０万５,０００円で、前年度に比べ

２８４万５,０００円の減少となっています。平成２１年度に続き平成２２年度においても未収

金残高が前年度より減少しており、徴収に対する努力の跡がうかがえます。今後ともさらに努力

されることを願うものであります。
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かたばる病院については、個人未収金が決算審査時点で９０万１,０００円が残っており、早

期回収に努められることを望むものであります。

以上申し上げましたが、今後とも健全財政に向けて職員を初め関係者が一丸となって各事業に

精励されることをお願い申し上げ、平成２２年度公営企業会計決算審査の結果報告を終わります。

〔代表監査委員（山本 善勝君） 降壇〕

────────────・────・────────────

○議長（市山 繁君） 以上で本日の日程は終了いたしました。

次の本会議は、９月９日金曜日午前１０時から開きます。

本日は、これで散会いたします。お疲れさんでした。

午後２時28分散会

──────────────────────────────


